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一人ひとりの人権を尊重し、  

自分らしい生き方が実現できる社会をめざして  

 

 

わが国では、男女共同参画社会基本法の制定、育児・介護休業法や配

偶者暴力防止法の改正等の法整備が行われ、また、三次にわたる行動計

画の策定など国を挙げて男女共同参画が推進されてきました。  

本市においても、「第二次男女共同参画計画」（平成 21～ 25 年度）に

基づき、むさしのヒューマン・ネットワークセンターの直営化や男女共

同参画情報誌「まなこ」の発行、また新たに女性総合相談や配偶者等暴

力被害者支援庁内連絡会など、幅広い取り組みを実施してまいりました。 

しかしながら、本市の市民意識調査では、家庭や職場、社会慣習など

で男女が不平等であると感じている市民が多くみられ、性別役割分業意

識が根強く、生きづらいと感じられている現状となっています。また、

就労問題、ＤＶやストーカーなどの女性に対する暴力など、男女共同参

画社会の実現にはまだまだ厳しい状況であり、行政はもとより、市民・

市民団体・事業者の皆様との協働した取り組みがより一層必要となって

います。  

このような状況を踏まえ、このたび『武蔵野市配偶者暴力対策基本計

画』を包含した『武蔵野市第三次男女共同参画計画』を策定しました。 

本計画の基本理念を、「男女が、社会の対等な構成員として、互いの

人権と能力を尊重し合い、自分らしい生き方ができる武蔵野市のまちづ

くり」として掲げ、男女平等社会に向けた意識の醸成、ワーク・ライフ・

バランスの推進、女性に対する暴力防止と自立支援、体制整備など総合

的・体系的に取り組んでまいります。  

結びに、本計画の策定にあたり熱心に検討をいただきました男女共同

参画推進委員会の委員の皆様、意識調査やパブリックコメントにご協力

いただきました市民の皆様に心より感謝申し上げます。  

 

平成 26 年３月  

 

武蔵野市長  邑上  守正  
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の背景（国・都の動向、本市の取り組み） 
 

（１） 国の動向 

国は、平成11年６月に「男女共同参画社会基本法」を制定し、男女共同参画社会形成について

の基本理念や国、自治体、国民の責務を明確にするとともに、男女共同参画社会の実現が21世紀

の我が国における重要課題として位置づけています。 

男女共同参画社会基本法に基づき、平成12年「男女共同参画基本計画」、平成17年「男女共同参

画基本計画（第２次）」を経て、平成22年12月に「第３次男女共同参画基本計画」を閣議決定し、

女性の活躍による経済社会の活性化、さまざまな困難な状況におかれている人々への対応、女性

に対するあらゆる暴力の根絶等を重要な視点として取り組みを進めています。 

昭和61年に改正法が施行された「男女雇用機会均等法」は、その後、数度の改正を行い、平成

19年には事業主のポジティブアクションの取り組みを国が援助することを規定するなど、急速な

少子高齢化社会の進行により、以前にもまして重要となった女性の能力を十分発揮することがで

きる環境整備に取り組んでいます。 

仕事と家庭との両立が図られるよう支援することを目的として、平成４年に施行された「育児

休業に関する法律（育児休業法）」は、平成11年に「育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）」と名称を変え、平成21年に大幅に改正され、

男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる雇用環境の整備に向けて一層の取り

組みを進めています。 

また、平成19年、仕事と生活の調和推進官民トップ会議において「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定しています。 

「女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚会議」（平成24年６月）において、「女性の

活躍促進による経済活性化行動計画（働くなでしこ大作戦）」を策定し、男性の意識改革、ポジテ

ィブアクション、公務員の率先垂範の３点を柱とする取り組みを推進することとしています。 

こうした取り組みの一方で、国際比較における我が国の評価としては、人々の生活の質や発展

の度合いを示す人間開発指数（ＨＤＩ）では187か国中10位（平成25年）、教育水準や妊産婦死亡

率等を測定したジェンダー不平等指数（ＧＩＩ）は148か国中21位（平成25年）ですが、もう一つ

の男女格差の指標であるジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）は年々低下し136か国中105位（平

成25年）という状況になっています。ＧＩＩとＧＧＩの２つの男女格差指標のランクの差は、政

治・経済活動などの分野で女性の活躍が進まない日本の現状を表しています。 

平成13年、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下、「配偶者暴力防止

法」という。）が制定され、平成19年の一部改正により、市区町村における「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」策定が努力義務となりました。 

また、この法律は、平成25年６月に改正され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及び

その被害者に対しても適用されることになり、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
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する法律」と名称も改められました。 

 

（２） 東京都の動向 

東京都は、平成12年３月に全国に先駆け「東京都男女平等参画基本条例」を制定し、この条例

に基づき、平成14年に男女平等参画のための東京都行動計画「チャンス＆サポート 東京プラン

2002」、平成19年に「同 東京プラン2007」を策定しています。 

平成24年３月に策定された「同 東京プラン2012」では、働く場における男女平等参画の促進、

仕事と家庭・地域生活の調和がとれた生活の実現、特別な配慮を要する男女への支援等を重点課

題としています。 

配偶者からの暴力の防止等の取り組みについては、「東京都配偶者暴力対策基本計画」を平成17

年度に制定し、以降２回の改定を経て平成24年３月に現在の基本計画を策定しているところです。 

 

（３） 本市の取り組み 

本市では、平成16年４月「男女共同参画計画」を、また、平成20年11月の「男女共同参画推進

市民会議」答申を踏まえて平成21年３月には「第二次男女共同参画計画」を策定しました。平成

21年度から25年度までの第二次計画期間中には、「男女共同参画推進市民会議」を常設化して、平

成24年までに２期にわたり設置し、計画の進捗状況の点検や意見書の提出等を行い、これらは市

の施策に反映してきたところです。第二次計画期間中には、このほかにも、女性総合相談窓口の

設置を始めとしたさまざまな取り組みを行ってきました。 

また、副市長をトップに関係部長で構成する男女共同参画庁内推進会議（平成３年設置）を毎

年開催し、関係各課における計画の実施状況を点検するなど、全市的な進行管理を行っています。 

「むさしのヒューマン・ネットワークセンター（以下、「ヒューマン・ネットワークセンター」

という。）」は、平成10年に開設されて以来、市民団体に管理運営を委託してきましたが、平成21

年４月に専門スタッフを配置し、平成24年４月には市の直営といたしました。市民ボランティア

が培ってきた協働の考えを引き継ぎながら、男女共同参画の推進拠点として新たな展開を迎えて

います。 

配偶者からの暴力防止等の取り組みでは、啓発活動や被害者に対する個別の支援を行ってきま

したが、平成23年２月、「配偶者等暴力被害者支援庁内連絡会議」を設置し、配偶者からの暴力防

止に対する職員の意識の向上や庁内連携等を図ってきました。さらなる組織的な支援に向けて、

体系的な指針としての基本計画の策定が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 



                             第１章 計画の基本的な考え方 

- 3 - 

２ 計画の枠組み 
 

（１） 計画の位置づけ 

本計画は、男女共同参画社会の実現に向けて、市の基本的な考え方と施策の方向性を示した

もので、男女共同参画社会基本法第14条第３項に規定する「市町村男女共同参画計画」に該当

するものです。また、基本目標Ⅲ基本施策１については、「配偶者暴力防止法」第２条の３第

３項に規定する「市町村基本計画」に該当するものです。 

 

（２） 計画の性格 

本計画は、本市の第五期長期計画や子どもプラン武蔵野等の関係する分野別計画との整合性

を図り、武蔵野市第二次男女共同参画計画を引き継ぐとともに、市民意識調査結果を参考に市

民の意向を反映して策定したものです。 

 

（３） 計画の期間 

本計画の期間は、平成26年度から平成30年度までの５か年間とします。ただし、社会状況の

変化や「男女共同参画庁内推進会議」及び「男女共同参画推進委員会（旧 男女共同参画推進

市民会議）」の意見などにより、必要に応じて見直しを図ります。 

 

男女共同参画計画及び関係計画の策定期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 計画の推進体制 

本計画の推進体制として、「男女共同参画庁内推進会議」と「男女共同参画推進委員会」を引

き続き設置し、互いに計画の進捗状況を点検し、計画の効果的な推進に努めるとともに、年度

毎の進捗状況について市民に公表します。 

 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

第四期長期計画・調整計画

第四次男女共同
参画計画

第三次子どもプラン武蔵野 第四次子どもプラン武蔵野

平成30年度平成27年度

第三次男女共同参画計画

平成31年度

第五期長期計画・調整計画
(～平成32年度)

平成28年度 平成29年度平成22年度 平成23年度

生涯学習計画

第五期長期計画

福祉総合計画 健康福祉総合計画2012 次期健康福祉総合計画

第二次男女共同参画計画
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（５） 計画の区分 

本報告書では前計画から引き続き実施する事業のほか、すでに各課において実施している事

業で男女共同参画の推進に関係する事業や新規事業を、次の三つに区分しています。 

「継続」すでに実施している事業でレベルを落とすことなく推進する事業及び第二次計

画から継続している事業 

「充実」すでに実施している事業で、計画期間内で内容を充実する事業 

「新規」今回計画で新たに取り組む事業 

また、事業の対象者を明確にするため、市民向け事業を「市民」、団体及び事業者向け事業を

「事業者等」、市役所内の取り組みを「市組織」として表記しています。 

 

（６） 計画の数値目標 

本計画の進捗状況をわかりやすく見える化するため、数値目標を設定しています。本計画独

自の数値目標以外は、個別計画における進行管理を優先しつつ、本計画と連携を図ります。 
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３ 計画の基本的方針 

 

（１） 基本理念 

 本計画期間における基本理念を、次のとおりとします。 

   

「男女が、社会の対等な構成員として、互いの人権と能力を尊重し合い、 

           自分らしい生き方ができる武蔵野市のまちづくり」 

 

（２） 基本的視点 

  基本理念を達成するため、２つの視点を掲げ取り組みます。 

   

① 市民、市民団体、事業者及び市が連携・協働して、男女共同参画社会を構築する。 

② 実効性のあるプランづくりと成果の検証を通して、課題を解決する。 

 

（３） 基本目標 

  基本理念を達成するために、４つの基本目標を設定し、具体的な施策・事業計画を掲げていま

す。なお、重点施策として８施策を指定しています。 

 
① 基本目標１ 「男女平等の意識を育むまち」 

 重点施策 男女共同参画の意識啓発（☆） 

 

② 基本目標２ 「生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち」 

 重点施策 市内企業等との協働によるワーク・ライフ・バランスの推進（☆） 

  子育て支援施策の充実（☆） 

 

③ 基本目標３ 「人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまち」 

 重点施策 暴力の未然防止と早期発見（☆） 

  相談事業の充実（☆） 

  ひとり親家庭等への支援（☆） 

 

④ 基本目標４ 「男女共同参画推進の体制づくりに取り組むまち」 

 重点施策 ヒューマン・ネットワークセンターの拡充（☆） 

  男女共同参画基本条例（仮称）の制定検討（☆） 
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４ 計画の体系（☆印は重点施策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 基本目標 

基本目標Ⅲ 
 

人権を尊重し、 

あらゆる暴力を 

許さないまち 

基本目標Ⅰ 
 

男女平等の 

意識を育むまち 

男
女
一
人
ひ
と
り
の
人
権
と
個
性
が
尊
重
さ
れ
、
み
ん
な
が
能
力
を
発
揮
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現 

「
男
女
が
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
互
い
の
人
権
と
能
力
を
尊
重
し
合
い
、 

 
 

 
 

 
 

自
分
ら
し
い
生
き
方
が
で
き
る
武
蔵
野
市
の
ま
ち
づ
く
り
」 

 

実
効
性
の
あ
る
プ
ラ
ン
づ
く
り
と
成
果
の
検
証
を
通
し
て
、
課
題
を
解
決
す
る 

市
民
、
市
民
団
体
、
事
業
者
及
び
市
が
連
携
・
協
働
し
て
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
構
築
す
る 

 

基本的視点 

基本目標Ⅳ 

 

男女共同参画推進の

体制づくりに取り組

むまち 

基本目標Ⅱ 
 

生活と仕事が両立で

き、個性と能力を発

揮できるまち 
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基本施策 

１－１ 男女共同参画の意識づくり 

１－２ 男女平等教育の推進 

施策 

１－１－(1)男女共同参画の意識啓発          （☆） 

１－２－(1) 男女平等の視点に立った学校教育の推進 

２－２－(1) 市内企業等との協働によるワーク・ライフ・バラン

スの推進                （☆） 

２－２－(2) ワーク・ライフ・バランスのモデル事業所としての 

 市役所の取り組み 

２－１－(1) ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた普及・啓発 

３－３－(1) ひとり親家庭等への支援         （☆） 

３－３－(2) 高齢者・障害者の方への支援 

３－３－(3) 性同一性障害のある人などへの支援 

３－２－(1) セクシュアル・ハラスメントやストーカーへの対策 

３－４－(1) 各種健康診断の充実 

３－４－(2) リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発 

４－1－(1) 市民参加による男女共同参画の推進 

４－1－(2) 庁内推進体制の整理 

４－1－(３) ヒューマン・ネットワークセンターの拡充 （☆） 

４－1－(４) 男女共同参画情報誌等の発行 

３－１－(1) 暴力の未然防止と早期発見        （☆） 

３－１－(2) 相談事業の充実             （☆） 

３－１－(3) 安全の確保 

３－１－(4) 自立支援 

３－１－(5) 推進体制の整備 

２－４－(1) 政策・方針決定の場への女性の参画の促進 

２－４－(2) 女性の再就職支援・起業支援 

２－４－(3) 女性の地域活動への参画促進 

１－３－(1) メディア・リテラシーの向上 

２－５－(1) 男性の子育て、介護、地域活動等への参画促進 

２－３－(1) 子育て支援施策の充実          （☆） 

２－３－(2) 介護支援施策の充実 

4－２－(1) 男女共同参画基本条例(仮称)の制定検討   （☆） 

３－１ 配偶者等からの暴力の未然防止と 
    被害者支援 

２－２ 職場におけるワーク・ライフ・バラ
ンスの推進 

２－５ 男性の家庭・地域活動への参画推進 

２－３ 子育て及び介護支援の充実 

２－４ あらゆる分野への女性の参画の推進 

２－１ ワーク・ライフ・バランスの普及・
啓発 

１－３ 男女共同参画の視点に立った表現の 
 浸透 

３－４ 女性の生涯にわたる健康施策の推進 

３－３ 特別な配慮を必要とする人への支援 

３－２ セクシュアル・ハラスメントや 
 ストーカーへの対策 

４－１ 計画推進体制の拡充 

４－２ 男女共同参画基本条例（仮称）の制定

検討 

「武蔵野市配偶者暴力対策基本計画」に該当 
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第２章 基本目標ごとの基本施策・事業計画 

 

基本目標Ⅰ 男女平等の意識を育むまち 

 

 

男女共同参画社会の実現のためには、すべての市民が、性別に関わりなく個人を尊重する男女平

等の意識を持ち、自分らしい生き方や働き方を柔軟に選択できる仕組みづくりが重要です。 

特に、男女共同参画推進の拠点施設であるヒューマン・ネットワークセンターを中心に、生涯を

通じて男女共同参画について学び、参画できる場の提供を行います。 

また、子どものころからの教育が大切であり、本市教育委員会がこれまで培ってきた人権を尊重

し生きる力を育む武蔵野市の学校教育を、より一層推進します。情報化社会の今日、子どものころ

からメディア・リテラシーを高め、生きる力を育てていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－(1)男女共同参画の意識啓発（☆） 

１－２－(1) 男女平等の視点に立った学校教育の推進 

１－３－(1) メディア・リテラシーの向上 

１－１ 男女共同参画の意識づくり              

１－２ 男女平等教育の推進 

１－３ 男女共同参画の視点に立った表現の浸透 

基本目標１  男女平等の意識を育むまち 
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現状と課題 

男女共同参画社会に対する理解を深め、固定的な性別役割分担意識にとらわれない男女平等のま

ちを築づくために啓発活動が重要になっています。 

ヒューマン・ネットワークセンターでは、「むさしの男女共同参画市民協議会」と協働して講座開

催やセンター便り「そよ風」の発行など啓発事業を展開しています。平成25年度には男女共同参画

週間に合わせて、市民・市民団体で構成する実行委員会を設置し、男女共同参画フォーラムを開催

しました。また、学校教育では、「人権教育推進委員会」を中心に市立小中学校において人権教育を

推進しています。 

市民意識調査では、「男女の役割や子育てに対する考え方」の質問に対して、「女の子も経済的自

立ができるように育てた方がよい」「男の子も家事ができるように育てた方がよい」と回答した人が

それぞれ９割を超えており、全体的に男女を同じように育てていく方がよいという考えを持った方

が多くなっています（図表１）。一方、男女の地位の平等感の質問に対して、男性が優遇されている

と回答した人は、「職場で」77.5％、「政治の場で」84.5％、「社会通念・慣習・しきたり」83.7％、

「社会全体では」81.1％となっており、現在の社会がいまだ不平等であると感じている人が多くみ

られます（図表２）。 

このように、社会は男女共同参画の方向に進んでいるといえる一方で、固定的な性別役割分担の

意識に基づく社会的通念・慣習は、いまだに根強く残っていることが伺えます。こうした状況を変

えていくことの重要性を市民が共有していくよう、ヒューマン・ネットワークセンターを中心にさ

らに充実した取り組みを行うことが課題となっています。また、市の刊行物については、男女平等

の視点から不適切な表現を使用しないよう率先して取り組むことが必要となっています。 
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図表１ 男女の役割や子育てに対する考え方（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 

 

図表２ 男女の地位の平等感（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 

そう思う
無回答

どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない

⑴結婚するかしないかは個人の自由

である

⑵未婚の女性が子どもを産み育てる

のも、ひとつの生き方である

全 体（N=485）

⑶結婚しても子どもを持たないという

のも、ひとつの生き方である

⑷女性は結婚したら自分自身のこと

より夫や子どもなど家族を中心に考
えて生活した方がよい

⑸男性は結婚したら自分自身のこと

より妻や子どもなど家族を中心に考
えて生活した方がよい

⑹男の子は男の子らしく、女の子は

女の子らしく育てたほうがよい

⑺女の子も経済的自立ができるよう

に育てたほうがよい

⑻男の子も家事ができるように育てた

ほうがよい

⑼男の子も女の子も同程度の学歴を

持つ方がよい

⑽子育ては家族だけでなく地域全体で

支援したほうがよい

⑾男性の育児休業取得は推進される

べきである

⑿結婚しても、どうしてもうまくいかない

場合、離婚してもかまわない

68.9

46.0

57.3

7.8

10.9

21.6

60.0

60.6

57.3

54.2

59.8

49.3

21.0

25.8

25.2

35.5

46.6

35.7

32.8

30.3

27.6

33.4

25.6

30.9

3.5

13.8

5.8

24.9

22.1

19.8

1.2

2.5

5.2

4.7

6.8

11.5

1.4

9.1

6.0

26.0

14.8

17.5

0.8

1.2

4.5

2.3

2.1

2.7

5.2

5.4

5.8

5.8

5.6

5.4

5.2

5.4

5.4

5.4

5.8

5.6

(%)

男性の方が非常に

優遇されている
無回答

どちらかといえば

男性の方が優遇
されている

⑴家庭生活の場で

⑵職場で

全 体（N=485）

⑶学校教育の場で

⑷地域社会（町会、自治会など）で

⑸政治の場で

⑹法律や制度の上で

⑺社会通念・慣習・しきたりなどで

⑻社会全体では

女性の方が非常に

優遇されている

どちらかといえば

女性の方が優遇
されている

男女の地位は

平等になって
いる

7.0

24.7

2.5

4.9

40.4

15.9

27.6

15.7

43.7

52.8

19.6

38.6

44.1

41.4
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65.4
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15.5
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1.0

0.8

0.8

0.4
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0.4

0.4
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基本施策１ 男女共同参画の意識づくり 

 

ヒューマン・ネットワークセンターは、男女共同参画を推進する拠点施設の専門性を生かし、す

べての市民が人権を尊重し、男女共同参画意識の醸成を図るため、多様に学び、参加できる学習機

会を提供していきます。また、ヒューマン・ネットワークセンターと図書館が連携し、相互の専門

性を発揮して市民に情報提供できるように取り組みます。 

 

（１）男女共同参画の意識啓発（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

１ 

男女共同参画意識の

醸成のための講座や

研修等の開催 

男女共同参画意識を醸成するため、武

蔵野地域自由大学を中心とした五大

学との共同事業をはじめ、ヒューマ

ン・ネットワークセンターなどの各種

講座を開催する。 

生涯学習スポーツ課 

男女共同参画担当 
市民 継続 

２ 
男女共同参画週間事

業の実施 

男女共同参画関係団体と市民で構成

する実行委員会を組織し、男女共同参

画社会実現のための週間事業を実施

する。 

男女共同参画担当 市民 充実 

３ 
国際的理解を深める

ための取り組み 

先進諸国の女性の地位向上に関する

取り組みを周知するほか、国際協力活

動を行う団体を支援する。 

男女共同参画担当 市民 継続 

４ 
図書館における情報

提供 

男女共同参画週間や女性に対する暴

力をなくす運動にあわせ、図書館での

特設コーナーを設置するなど啓発に

努める。 

図書館 市民 新規 

５ 
「まなこ」「そよ風」

の発行 

男女共同参画の推進を図るため、男女

共同参画情報誌「まなこ」やヒューマ

ン・ネットワークセンターだより「そ

よ風」を発行する。市民が編集する「ま

なこ」は、ヒューマン・ネットワーク

センターの専門性が活用できるよう

検討する。 

男女共同参画担当 市民 充実 
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基本施策２ 男女平等教育の推進 

 

公立の学校教育においては、性別に関わりなく個人を尊重する男女平等の意識をもった児童生徒

を育成し、その個性と能力を伸ばすことができるよう、男女平等教育を適切に推進していきます。

また、学校内における男女共同参画推進の環境づくりを一層推進します。 

 

（１）男女平等の視点に立った学校教育の推進 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

６ 男女平等教育の推進 

道徳教育、人権教育を中心に、男女が

互いに理解、協力し、高め合う教育を

推進する。 

指導課 市民 継続 

７ 人権尊重教育の推進 

人権教育推進委員会において人権教

育に関する指導資料等を作成し、人権

尊重・男女平等教育を推進する。 

指導課 市民 継続 

８ 

生活指導や進路指導

の充実とキャリア教

育の推進 

個性尊重、男女平等の視点から生活指

導や進路指導を行うとともに、キャリ

ア教育として望ましい職業観・勤労観

を育成する。 

指導課 市民 継続 

９ 
教職員への研修の充

実 

教職員に対し男女共同参画について

の理解を深めるため、研修を充実させ

る。 

指導課 市組織 継続 

10 

発達の段階を踏まえ

た性に関する指導の

適切な実施 

児童・生徒の発達の段階を踏まえて、

学習指導要領に示された性に関する

指導を適切に行う。 

指導課 市民 継続 
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基本施策３ 男女共同参画の視点に立った表現の浸透 

 

情報があふれる現代社会において、マス・メディアをはじめとする各種メディアから届けられる

多様で大量な情報を主体的に読み解き、自ら発信する能力を高めていくことが望まれます。こうし

た能力を身に付けていくためには、メディアの特性を読み解き、情報を評価・識別する力の育成を

講座等により支援していくとともに、子どものころからリテラシーの向上や情報モラルの理解がで

きるように学校教育においても一層の取り組みを進めていきます。 

多様な情報の中には、固定的な性別役割分担や人権侵害につながる表現なども存在します。男女

共同参画の視点からこうした表現について問い直すことができるようにリテラシーの向上を支援し

ていくことや、市から発信する情報の表現に不適切なものがないか見直しも進めます。 

 

（１）メディア・リテラシーの向上 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

11 

メディア・リテラシー

を高める学習や講座

の開催 

地域の大学等の協力を得て講座等を

開催するほか、公立学校においては、

情報モラル教育の一層の充実を図る。 

生涯学習スポーツ課 

指導課 

男女共同参画担当 

市民 継続 

12 
行政刊行物の表現の

見直し 

市が発行する刊行物等について、「手

引き」などを作成し、人権尊重、男女

平等の視点から適切な表現をするよ

う努める。 

秘書広報課 

男女共同参画担当 
市組織 充実 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス① 

 

男女共同参画情報誌『まなこ』 

 

 『まなこ』は、企画・取材・編集を 1991年の創刊以

来、市民編集委員と市の職員とが協働で行っており、

ワーク・ライフ・バランスなど様々なテーマを取り上

げ、男女共同参画を推進していくうえでの情報誌とし

て発行しています。 

年３回発行(8・12・3 月)し、市役所・各市政センタ

ー・図書館・コミュニティセンター、市内の医療機関・

美理容院・大型店舗・金融機関・公衆浴場、などでご

覧いただけます。 
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基本目標Ⅱ 生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち 

 

一人ひとりが、やりがいや充実感を感じながら、仕事上や家庭生活における責任を果たすとと

もに、子育て期や中高年期などライフステージに応じて多様な生き方が選択・実現できる社会を

めざし、家庭・地域・事業者などと協働し環境の整備を図ります。 

女性の就労支援を促進することは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少を補う効果にとどま

らず、生活者目線から新しい発想による新たな価値や社会的な変化を促すことも期待されます。

一方で、男性の子育てや介護等家庭生活への関わりや地域活動への参加を促進し、男女それぞれ

の能力や状況に応じた仕事と生活の調和を図ることができるよう支援が必要となっています。市

内企業への取り組みを進めるとともに、市役所も特定事業主行動計画に基づき、率先してワーク・

ライフ・バランスの取り組みを一層進めます。 

また、男女共同参画社会の実現をめざし、国では 2020年までに指導的地位に占める女性の割合

を 30％に向上させるよう取り組んでいます。市でも男女共同参画の視点をあらゆる施策に反映す

るために、各分野における女性の参画割合を高めていくよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２－(1) 市内企業等との協働によるワーク・ライフ・バランスの推進（☆） 

２－２－(2) ワーク・ライフ・バランスのモデル事業所としての市役所の取り組み 

２－１－(1) ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた普及・啓発 

２－４－(1) 政策・方針決定の場への女性の参画の促進 

２－４－(2) 女性の再就職支援・起業支援 

２－４－(3) 女性の地域活動への参画促進 

２－５－(1) 男性の子育て、介護、地域活動等への参画促進 

２－３－(1) 子育て支援施策の充実（☆） 

２－３－(2) 介護支援施策の充実 

２－２ 職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進      

２－５ 男性の家庭、地域活動への参画推進 

２－３ 子育て及び介護支援の充実                

２－４ あらゆる分野への女性の参画の推進 

２－１ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

基本目標２ 生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち 



         第２章 基本目標Ⅱ 生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち 

 - 15 - 

現状と課題 

本市のワーク・ライフ・バランス推進の取り組みとしては、ヒューマン・ネットワークセンター

での再就職講座の開催や男女共同参画情報誌「まなこ」での働き方の特集等を通じて、女性の就労

支援を行っています。また、市内企業向けに融資制度や各種情報提供等を行っています。 

また、子育て施策や介護支援施策では、それぞれ、子どもプラン武蔵野や健康福祉総合計画等を

策定し体系的に進め、市民参加による進行管理も行っています。また、率先した取り組みが求めら

れている市役所では、次世代育成行動計画に基づく両立支援に取り組んでいます。 

本市の労働力率を年齢階級別に見てみると、男性は台形型をしているのに対して、女性がＭ字カ

ーブを描いており、子育て期に女性が就業の場から離れる事が多いことが伺えます（図表３、４）。 

本市の合計特殊出生率は、平成17年度の0.77から平成23年度には1.04へとやや改善してきました

が、東京都1.06や全国1.39を下回り、依然少子化傾向にあります（図表５）。子育て施策としては、

認可・認証保育所の増設や定数の弾力化による受け入れ、グループ保育室の設置等を通して、保育

所等定員の大幅増に努めています（図表６）。しかし子育て家庭の転入や共働き家庭の増加などに

より平成25年4月現在の待機児童数は181人と前年比61人増加し（図表７）、保育所の待機児童解消

等子育て環境の整備は喫緊の課題となっています。 

さらに、本市の高齢化率は緩やかに上昇しており（図表８）、今後、団塊の世代の高齢化により

ますます少子高齢化が進むとともに、女性高齢者の急増が見込まれています。 

市民意識調査では、ワーク・ライフ・バランスに関する希望を聞いたところ、“「仕事」、「家庭生

活」、「個人の生活」すべて”を希望する市民が女性 43.3％、男性 29.4％と最も多かったのですが、

現実は“「仕事」を優先”とする回答が女性 41.1％、男性 50.4％と最も多く、それぞれの希望する

生き方に反して「仕事」を優先せざるを得ない現実があることがわかります。なお、希望と現実が

一致（網掛け部分の合計）しているのは女性 17.3％、男性 15.9％でした（図表９）。 

さらに、市民意識調査では、男女がともに働きやすくなるために必要なこととして、「仕事と生活

の調和がとれるように、企業が積極的に支援すること」、「保育サービスなどの子育て支援を充実する

こと」、が上位にあげられました。また、「育児や介護をすることに対する周囲の理解と協力を深める

こと」と答えた女性も多くおり、行政サービスの充実と共に、企業の取り組みや周囲の理解が必要な

ことがわかります（図表 10）。 

ワーク・ライフ・バランスは育児や介護といった事情を抱えた人々だけではなく、全ての市民の生

活の質の向上をもたらすものであり、市民一人ひとりが自分らしく生きていけるよう施策を進めてい

きます。 

女性の社会参画では、市の各種審議会に占める女性委員の割合は、東京の区部や市部の平均値を

上回っていますが、個別の委員会をみると女性委員が少ない委員会もあるため、それらの委員会で

はさらに女性委員の数を増やすよう努めます（図表 11）。また、市役所の女性管理職は５人（５％）

と東京の区部、市部のいずれの平均値も下回っており、女性管理職の増加も推進します（図表 12）。 
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図表３ 年齢階級別労働力率（武蔵野市：男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：総務省統計局「国勢調査」（平成22年） 

 

 

図表４ 女性の年齢階級別労働力率の比較（武蔵野市、東京都、全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「国勢調査」（平成22年） 
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図表５ 合計特殊出生率の推移（武蔵野市、東京都、国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都「人口動態統計調査」（平成24年） 

 

図表６ 認可保育園等定員の推移（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市保育概要」 

図表７ 待機児童数の推移（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市保育概要」 
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図表８ 高齢者（65歳以上）人口と高齢化率（武蔵野市） 

                             各年４月１日現在 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市の人口統計」 

 

 

図表９ ワーク・ライフ・バランスの希望と現実の一致・不一致（武蔵野市） 
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出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 
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図表10 男女がともに働きやすくなるために必要なこと（武蔵野市：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 

 

図表11 審議会等に占める女性委員の割合（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

図表12 管理職者に占める女性職員の割合（武蔵野市役所） 

 

 

          

(基準日：平成 24年 4月 1日) 

出典：東京都「平成 24年度区市町村男女平等参画施策推進状況調査表」より作成 
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基本施策１ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 

 

仕事と生活の調和が実現した社会をめざし、一人ひとりの働き方や生き方を見直すことが課題と

なっています。特に家事・育児は女性の役割、仕事は男性の役割といった固定的な性別役割分担の

意識を変革し、女性の就労継続支援や再就職支援等女性のワークへの参画促進や、男性の家事・子

育て・介護・地域活動への参加等、男性のライフへの参画促進に向けた意識づくりを進めます。 

 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた普及・啓発 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

13 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に向けた

講演会や情報提供の

実施 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向

けた理解を深めるため、講演会や情報

提供などを実施する。 

子ども家庭課 

男女共同参画担当 
市民 継続 

14 

「まなこ」でワーク・

ライフ・バランスの掲

載 

男女共同参画情報誌「まなこ」で、男

性の地域参加促進や女性の就労など

ワーク・ライフ・バランスに関わる情

報を提供する。 

男女共同参画担当 市民 継続 

 

 

基本施策２ 職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

 

市内の企業や法人等事業所の実態を把握し、ワーク・ライフ・バランスの推進に関する事業者の

ニーズに応じた情報発信や市内事業所独自の取り組み事例の紹介などを行うとともに、今後策定が

予定される産業振興計画と連動し、事業者のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組みを

支援します。 

また、本市役所も次世代育成計画特定事業主として、職員に向けたワーク・ライフ・バランスを

推進し、その実績を市民に公表します。 

 

（１）市内企業等との協働によるワーク・ライフ・バランスの推進（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

15 

市内企業の両立支援

促進に向けた融資制

度やアドバイザー派

遣制度等の研究 

両立支援に積極的に取り組む企業に

対する融資制度を検討するとともに、

企業の要請に応じて専門家を派遣す

るアドバイザー派遣制度を研究する。 

生活経済課 

男女共同参画担当 
事業者等 新規 
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 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

16 

両立支援推進企業・団

体に対する公契約上

の優遇に関する総合

評価方式の試行実施 

工事請負契約の入札において、総合評

価方式を試行し、男女共同参画の推進

を評価項目に入れ市内企業の育児休

業等を促進する。 

管財課 事業者等 継続 

17 

市内事業所に向けた

情報発信の充実（国・

都・市の助成制度等の

周知） 

市内事業所に向けた講座、セミナーを

開催し、事業所内啓発・推進役育成や

国・都・市の助成制度等の周知を図る。 

生活経済課 

子ども家庭課 

男女共同参画担当 

事業者等 充実 

18 

両立支援に関する企

業活動の取り組み事

例紹介 

両立支援に関する企業活動の取り組

み事例紹介を行うよう検討する。 

生活経済課 

男女共同参画担当 
事業者等 新規 

19 
育児・介護休業制度の

企業への普及の推進 

育児・介護休業制度について企業に向

けた啓発や働きかけを行う。 
生活経済課 事業者等 継続 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスのモデル事業所としての市役所の取り組み 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

20 
男性の育児休業等の

取得促進 

男性の育児参加や育児休業取得を促

進し、男女共に仕事と育児・介護を両

立できる環境整備を進める。 

人事課 市組織 充実 

21 長時間勤務の是正 
年次有給休暇の取得や超過勤務の縮

減を促進し、長時間勤務を是正する。 
人事課 市組織 充実 

22 働き方の見直し促進 

ファミリーデーや育児・介護経験者に

よる講演会、職員同士の座談会など自

身の働き方を見直す機会を創出する。 

人事課 市組織 充実 

  

 



                                           

- 22 -  

基本施策３ 子育て及び介護支援の充実 

 

自分らしく働きたい、継続して働きたいと願う女性が増えている一方で、長時間労働や両立支援

制度など労働環境の改善と共に、子育て支援や介護支援などライフステージごとの課題に対応した

施策の展開が課題となっています。 

第１子出産を機に６割の女性が離職しているといわれているように、継続就労支援を希望する女

性にとって子育て環境の改善は不可欠です。特に待機児童対策は大きな問題であり、これまでも市

は待機児童ゼロをめざし多様な主体による多様な保育サービスを拡充してきましたが、共働き家庭

の増加等による待機児童対策や子育て家庭の支援についてさらに充実していきます。また、保育園

等を利用していない母親の子育てに関する悩みや孤立を解決するための支援も行います。 

さらに、これまで介護は女性が担うものとして捉えられがちでしたが、少子高齢化社会における

介護の問題は男女ともに大きな課題であり、介護支援の一層の充実を図ります。特に、介護を理由

とした男性の離職が増加傾向にあり、家事経験が不足している男性が多いため、男性の家事能力の

スキルアップや心理的ケアなどについて一層取り組みます。 

 

（１）子育て支援施策の充実（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

23 
子育て支援施設の整

備 

孤立しがちな子育て家庭を支援する

ため、親子の交流の機会を提供する施

設の整備を行う。 

子ども家庭課 市民 充実 

24 
子育て支援施設のサ

ービスの充実 

認可保育園における専門職の活用に

よる相談事業などを実施する。 
保育課 市民 継続 

25 
子育て支援団体の育

成支援と連携強化 

子育て支援団体リーダー研修会など

人材育成やネットワーク作りを図り、

子育て家庭を支援する。 

子ども家庭課 市民 継続 

26 
ファミリーサポート

事業への支援 

ファミリーサポート事業の機能を有

する市内事業所の支援を通じて、子育

て家庭の就労継続を支援する。 

保育課 事業所等 継続 

27 

子ども家庭支援セン

ター事業の機能の充

実 

子どもとその家庭に関するあらゆる

相談を受け、子育てに関する情報提供

や支援を行う。 

子ども家庭課 市民 継続 

28 
病児・病後児保育の拡

充 

病児・病後児童をはじめとするさまざ

まな保育ニーズへの対応を推進する。 
保育課 市民 継続 

29 

待機児童の解消に向

けた多様なサービス

の充実 

待機児童ゼロに向け、認可保育園や保

育ママなどの多様な主体による多様

な保育サービスの整備を図る                                                                                                                            

保育課 市民 充実 
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 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

30 
児童施設の機能の充

実 

「地域子ども館あそべえ」や学童クラ

ブ等で子どもたちが安全に過ごせる

ように、環境や施設の整備により地域

での子育て支援の機能を充実させる。 

児童青少年課 

子ども家庭課 
市民 継続 

31 
産前・産後支援ヘルパ

ー事業の実施 

産前・産後の体調不良等のため、家事

や育児が困難な妊産婦のいる家庭に

ヘルパーを派遣し、家事援助などを行う。 

子ども家庭課 市民 継続 

32 

「まちぐるみ子育て

応援事業補助金」制度

の実施 

武蔵野市内において、地域の商店会等

と連携しながらまちぐるみで子育て

家庭を応援する事業の実施団体に対

し、補助を行う。 

子ども家庭課 

生活経済課 
事業所等 充実 

33 
障害児の放課後対策

の充実 

障害児を対象とした放課後等デイサ

ービス事業所などの参入を促進して

基盤整備を図る。 

障害者福祉課 市民 充実 

 

（２）介護支援施策の充実 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

34 
介護に関わる人材の

養成と確保 

ヘルパーやケアマネジャー等の研修

等を実施し人権の尊重に配慮した介

護ができる人材を育成する。 

地域支援課 

高齢者支援課 

障害者福祉課 

事業者等 継続 

35 

介護保険・医療・福祉

の連携による介護サ

ービスと生活支援の

充実 

介護保険サービス提供事業者と医療

関係者の介護情報提供の仕組みを充

実し、連携を強化する。 

地域支援課 

高齢者支援課 

障害者福祉課 

事業者等 継続 

36 
介護に関わる相談体

制と情報提供の充実 

サービス相談調整専門員の一層の活用

を図る。また、認知症相談や在宅介護

支援センター・地域包括支援センター

等窓口をさらに周知するとともに24時

間365日の相談体制も強化していく。 

高齢者支援課 市民 継続 

37 

在宅サービスの充実

により介護家族の負

担軽減 

同居家族がいなかったり、勤務等をし

ている場合でも、可能な限り在宅生活

が継続できるためのサービスを充実

し、介護する家族の負担を軽減する。 

高齢者支援課 市民 充実 

38 
介護家族向け施策の

充実 

男性家族介護者や認知症高齢者の家族

など対象者に合わせた家族介護者教室

の開催や情報提供等の充実を図る。 

高齢者支援課 市民 充実 
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基本施策４ あらゆる分野への女性の参画の推進 

 

さまざまな分野で、多様な個性や価値観を持つ人材を生かすことが重要な課題になっており、行

政や就労分野、地域活動等における女性の積極的な参画を推進します。 

特に女性が意思決定の場に参画することは重要で、本市の関係機関の委員や市・学校における指

導的な地位に占める女性の割合を高め、あらゆる施策に男女共同参画の視点が反映できるよう環境

を整えるよう取り組んでいきます。 

また、出産や子育てで離職した女性の再就職は非常に厳しい状況となっていますので、ハローワ

ークとも連携し、講座等を通じた就職情報提供や相談等を行い、女性の再チャレンジへの支援を行

います。 

さらに、本市では地域福祉活動など地域活動への女性の参画は進んでいますが、東日本大震災の

教訓を生かし、地域の防災力の向上を図るため、男女が共に協力して取り組むことが重要であるこ

とが再認識されたところです。男女共同参画の取り組みを進め、より安全・安心な地域社会づくり

に取り組んでいきます。 

 

（１）政策・方針決定の場への女性の参画の促進 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

39 

市役所内の審議会等

における女性委員の

割合 

市が設置する各種委員会への女性委

員の参画を促進する。 
男女共同参画担当 市組織 充実 

40 
市役所の女性管理職

の登用推進 

女性職員が管理職をめざしやすい環

境整備を進め、管理職挑戦への動機付

けとなるよう、女性リーダー育成研修

や講演会の実施、女性の自主研究グル

ープの活動支援等の取り組みを行う。 

人事課 市組織 充実 

41 
女性教員の管理職試

験受験の推奨 
女性教員の管理職試験を推奨する。 指導課 市組織 継続 

 

（２）女性の再就職支援・起業支援 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

42 
就職・再就職に関する

情報収集・提供や支援 

女性の就職や再就職について支援講

座を実施する。またハローワーク・都

しごとセンターと連携し、就職情報の

提供や相談会の開催を検討する。 

生活経済課 

男女共同参画担当 
市民 充実 

43 

地域に根ざした起

業・就労・地域支援に

関する情報の提供や

育成支援 

起業や就労支援のため地元企業やＮ

ＰＯ等による市民活動についての情

報提供や融資あっせん、事業費助成な

どの育成支援を行う。 

生活経済課 

市民活動推進課 

地域支援課 

市民 継続 
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（３）女性の地域活動への参画促進 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

44 地域リーダーの育成 

地域福祉活動のリーダー養成を行う

市民社会福祉協議会の活動を支援す

るとともに、参加促進のための情報提

供を行う。 

地域支援課 市民 継続 

45 
地域防災への女性の

参画 

避難所の運営等における男女共同参

画の推進を図るため、女性の視点を取

り入れた避難所運営手引きの作成や

訓練を実施する。 

防災課 市民 新規 

 

 

基本施策５ 男性の家庭・地域活動への参画推進 
 

一人一人のライフステージに応じ、家庭や地域においてやりがいや生きがいを実現することは、

男女を問わず重要なことです。各世代の男性がその個性と能力を生かすことができるように積極的

に支援します。 

 

(１)男性の子育て、介護、地域活動等への参画促進 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

46 

男性向けワークショ

ップなどの実施と活

動・学習グループ等へ

の支援 

男性の子育てを支援する講座や体験

学習を実施し、育児への参加を促進す

るとともに、自主学習グループの支援

を行う。父親の参加が促進されるよう

ニーズの把握を行う。 

子ども家庭課 

児童青少年課 

健康課 

市民 継続 

47 
介護家族向け施策の

充実（事業 38再掲） 

男性家族介護者や認知症高齢者の家

族など対象者に合わせ、家族介護者教

室の開催や情報提供等の充実を図る。 

高齢者支援課 市民 充実 

48 

男性の地域活動につ

いて「まなこ」やヒュ

ーマン・ネットワーク

センターを活用した

情報提供と啓発活動 

男女共同参画情報誌「まなこ」やヒュ

ーマン・ネットワークセンターを通じ

て、男性の育児・介護への参加呼びか

け、ワーク・ライフ･バランスについ

ての情報提供を行う。 

男女共同参画担当 市民 継続 

49 
男性の地域参加への

きっかけづくり 

男性の地域参加について、「お父さん

お帰りなさいパーティ」や男性料理教

室等のきっかけづくりとなる情報提

供やその後のバックアップを行う。 

地域支援課 

高齢者支援課 

児童青少年課 

生涯学習スポーツ課 

市民 継続 

50 
ＰＴＡ活動への男性

の参加促進 

ＰＴＡ活動に男性の参加を促進する

ための働きかけに努める。 

指導課 

生涯学習スポーツ課 
市民 継続 
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トピックス②   

武蔵野市の子育て支援施策 

 

◆一時保育：保護者の通院・リフレッシュなどの理由により、認可保育園５園で、概ね生

後３か月～就学前児までのお子さんを日中預かります。事前登録制となっており、園に

よっては預かる保育時間帯等が違うが概ね月～金曜日の午前９時～午後５時。 

 

◆緊急一時保育：保護者の入院または同居家族の看護など緊急な理由により、概ね生後６週

間～就学前児のお子さんを保育園等で日中預かります。原則として１か月以内（特別の場

合３か月以内）。 

 

◆病児・病後児保育：入院治療の必要ない病気中又は病気の回復期で集団生活が困難な、生

後６か月～小３までのお子さんを、保護者が勤務などにより家庭で療養できない場合に預

かります。登録制。病後児保育室「ラポール」、病児・病後児保育室「プチあんず」。 

 

◆すくすくスタート事業：妊婦及び在宅で子育てしている家庭が地域から孤立せず、子育て

不安を解消することを目的として、０歳～１歳３か月のお子様を初めて子育てされている

ご家庭が、近隣の認可保育園に登録して、サポートを受けられる事業です。（平成 25年 10

月～平成 26年３月の試行事業） 

 

◆0123吉祥寺、0123はらっぱ：０～３歳の子どもとその家族が、自由に来館し楽しく遊び、

子育てについて学びあう施設。わいわいタイム、年齢別ひろば、プール遊びなど。 

 

◆こどもテンミリオンハウス あおば：家のように、ゆっくりと過ごしたり遊んだり、話を

聞いてもらったり、くつろげる施設。あひる事業(親子の広場)、ひまわり事業(一時保

育)、はあと事業(相談)など。 

 

◆みどりのこども館：発達が気になる子どもとその親への相談支援（地域療育相談室ハビッ

ト）、児童発達支援（こども発達支援室ウィズ）、地域開放型子育て支援（おもちゃのぐ

るりん）の３つの機能を備えた本市における地域療育システムの中核施設。 

 

◆すくすく泉〔平成 26年７月開設予定〕：子どもの健やかな成長と親の子育て力の向上を図

る地域参加型の複合型子育て支援施設。文庫を活用したひろば事業、グループ保育事業、

一時保育事業など。 

 

◆地域子ども館・あそべえ：保護者を含めた地域全体で子どもを育てるという考え方に基づ

き、放課後等の子ども達の居場所づくりや異年齢児童の交流を目的として、全市立小学

校で「教室開放」「校庭開放」「図書室開放」を行っています。 
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基本目標Ⅲ 人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまち 

 
配偶者や交際相手からの暴力やセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等は、犯罪となる

行為をも含む重大な人権侵害です。その被害者の多くは女性であり、女性の尊厳を傷つけ、男女共

同参画社会の実現を著しく妨げるものです。特に、家庭内における暴力は、夫婦間の暴力であって

も子どもに対しても深刻な影響を与え、児童虐待に当たるとされています。 

配偶者等からの暴力を防止し、被害者の安全確保と自立に向けた支援を総合的・体系的に取り組

んでいくために、本計画内に「配偶者暴力防止法」に基づく市町村計画として「配偶者暴力対策基

本計画」を策定しました。 

また、ひとり親家庭や孤立しがちな高齢者など、配慮が必要とされる人へのセーフティーネット

の構築が必要とされています。女性は出産を契機に離職したり、非正規雇用につくことが多く経済

的に不安定な状況におかれやすく、ひとり親（母子）家庭でもその傾向が顕著にみられます。ひと

り親家庭の実態を把握して、父子家庭や母子家庭それぞれのニーズに合わせた総合的・体系的な施

策の展開を図ります。高齢者分野では、特に単身世帯や高齢者のみ世帯の増加、認知症高齢者の増

加が見込まれるため、より深刻になる孤立、虐待、消費者被害等への対策により一層取り組みます。 

誰もがいつまでも健康な生活を送るための健康づくりの推進が図られていますが、特に、次世代

を担う新しい命を守り、育んでいくために、また、女性が生涯にわたり健康でいきいきとした生活

を送るために、安心して子どもを産み育てる母子保健の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３－(1) ひとり親家庭等への支援（☆） 

３－３－(2) 高齢者・障害者の方への支援 

３－３－(3) 性同一性障害のある人などへの支援 

３－２－(1) セクシュアル・ハラスメントやストーカーへの対策 

３－４－(1) 各種健康診断の充実 

３－４－(2) リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発 

３－１－(1) 暴力の未然防止と早期発見（☆） 

３－１－(2) 相談事業の充実（☆） 

３－１－(3) 安全の確保 

３－１－(4) 自立支援      

３－１－(5) 推進体制の整備    ＊３－１は「武蔵野市配偶者暴力対策基本計画」に該当 

３－４ 女性の生涯にわたる健康施策の推進 

基本目標３ 人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまち 

３－２ セクシュアル・ハラスメントやストーカーへの対策 

３－１ 配偶者等からの暴力の未然防止と被害者支援  

３－３ 特別な配慮を必要とする人への支援 
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現状と課題 

「暴力」には、殴る等の身体的暴力のほか、言葉による精神的な暴力や性的・経済的・社会的暴

力等があり、多くの場合、複合して、また繰り返し行われる傾向があります。 

市民意識調査では、親しい関係にある男女間の暴力の認識で、「平手で打つ」（69.3％）などの暴

力（身体的）と比較して「大声でどなる」（30.3％）、「配偶者等の外出などに制限」（42.9％）とい

う行為を暴力（精神的）として認識する割合は高くありません（図表 13）。ＤＶの正しい認識が求

められています。また、男女間の暴力を防止するために必要なこととして、「相談窓口を増やすなど

相談しやすい条件整備」をあげる人が最も多くなっています（図表 14）。 

市では、平成 23年に武蔵野市配偶者等暴力被害者支援庁内連絡会議を設置し、庁内連携体制を構

築し、被害者に効果的な支援を行ってきました。また、ＤＶ等被害者支援に関する基礎知識の理解

をはじめ被害者のプライバシー保護を図るため、市職員への研修の開催や住民情報系システムの改

善に取り組んできました。 

ヒューマン・ネットワークセンターや市民団体により、女性に対する暴力をなくす運動における

パネル展示や大学へのデートＤＶ防止出前講座等啓発活動を実施してきましたが、引き続き高校生

など若年層への取り組みを進めるとともに、今後、市教育委員会と連携し、異性に対する好意が芽

生え、交際が始まる頃の中学生に対しても、デートＤＶ防止講座など、人と人とのより良い関係を

築くための取り組みが課題となっています。 

今後、ヒューマン・ネットワークセンターの移転に伴い相談体制の整備を進め、早期対応の仕組

みを検討することが求められています。また、安全・安心に配慮した被害者支援を進めるため、警

察など関係機関等の連携を深めることが必要になります。 

平成 22年国勢調査では、武蔵野市の「ひとり親家庭世帯」のうち、「母子世帯」が約８割を占め

（図表 15）、東京都の「東京の子どもと家庭」調査によると、母子世帯では母親の非正規雇用が多

いなど（図表 16）約７割が家計の困窮を訴えています。父子家庭では子育てや家事等の生活上の困

難さの訴えが多くなっています（図表 17）。また、都内の自治体において、制度の対象外であった

非婚ひとり親家庭に寡婦控除をみなし適用し、保育料算定などの場面で市民サービスの拡充を図る

事例もでています。 

高齢者の実態では、全国的には男性の５人に１人、女性の４人に１人以上が 65歳以上の高齢者で

あり、75歳以上では６割以上を女性が占めています。また、単身の男性高齢者は、孤立に対する意

識や孤立への備えの危機意識が低いといわれており、男性高齢者を対象とする孤立防止の取り組み

が課題となっています。 

東京都福祉保健局の調査によると、高齢者虐待は、被虐待者の８割近くが女性高齢者で、虐待者

の続柄では実子(息子・娘)が約６割となっています（図表 18）。また、同調査による障害者虐待で

は、被害者の７割近くが女性であり、父母からの虐待が５割近くになっています（図表 19）。 

 本市では、女性特有の疾病予防のための乳がん・子宮がん検診については、クーポン券や検診手

帳の送付など受診の向上を図る市独自の工夫を行っています。しかし、受診率は横ばい状態になっ

ており、受診者数の増加対策が課題になっています（図表 20）。 
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図表 13 親しい関係にある男女間の暴力の認識（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 

 

図表14 男女間の暴力を防止するために必要なこと（武蔵野市：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 
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図表15 ひとり親家庭世帯の推移（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「国勢調査」（平成 22年） 

 

 

 

図表16 ひとり親家庭の親の従業上の地位（東京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都福祉保健基礎調査「東京の子どもと家庭」（平成 19年） 
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図表17 ひとり親世帯になって現在困っていること（東京都：複数回答） 

＜暮らし向きや子育てに関して現在困っていることがあると回答した人＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都福祉保健基礎調査「東京の子どもと家庭」（平成 19年） 

 

図表18 家族等(介護者)による高齢者虐待の状況（東京都） 

                       ①虐待の種類（複数回答） 
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③虐待者の続柄 

 

 

 

 

出典：東京都福祉保健局「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等 

に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」（平成 23年） 
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図表19 養護者（家族等）による障害者虐待の状況（東京都） 

                       ①虐待の種類（複数回答） 
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③被虐待者の続柄 

 

   

 

 

 

 

出典：東京都福祉保健局「都内における障害者虐待の状況調査」（平成 24年） 

 

 

 

図表20 乳がん・子宮がん検診受診率の推移（武蔵野市） 
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 出典：「武蔵野の福祉」（平成 24年） 
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基本施策１ 配偶者等からの暴力の未然防止と被害者支援 

    ―「武蔵野市配偶者暴力対策基本計画」に該当  ― 

 

配偶者等からの暴力を許さない社会づくりに向けて講座等啓発に取り組むとともに、子ども家庭

課と市民活動推進課（市民相談係）、ヒューマン・ネットワークセンターとの役割分担を明確にし

たうえで相談体制を整備し、早期発見・早期対応を図ることができるよう検討します。また、被害

者が暴力から逃れ、安全で安心した生活を送れるように、関係機関との連携を深め、被害者の意思

を尊重した安全確保と自立支援を行います。 

本基本施策の方針（１）～（５）を「配偶者暴力防止法」第２条の３第３項に規定する「市町村

基本計画」に位置づけ、体系的に取り組みます。 

 

（１）暴力の未然防止と早期発見（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

51 

配偶者等からの暴力

の発生防止と早期発

見 

「こんにちは赤ちゃん訪問」や子ども

家庭相談などを通して配偶者等から

の暴力の早期発見に努める。 

子ども家庭課 

健康課 
市民 継続 

52 
若年世代への意識啓

発 

市民団体と連携し、市内大学や高校等

の協力を得て「デートＤＶ」をテーマ

に出前講座を実施する。 

男女共同参画担当 市民 充実 

53 
「女性に対する暴力

をなくす運動」の実施 

市民団体と連携し、「女性に対する暴

力をなくす運動」に合わせ、パネル展

示や講座を実施する。 

男女共同参画担当 市民 継続 

54 「まなこ」等で広報 

男女共同参画情報誌「まなこ」及びヒ

ューマン・ネットワークセンター便り

「そよ風」で、ＤＶ防止啓発を継続し

て行う。 

男女共同参画担当 市民 継続 
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（２）相談事業の充実（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

55 
女性総合相談窓口の

実施 

健康、法律、家庭相談等の担当部署と

の連携を強化して問題の迅速な解決

を図る。利用しやすい総合相談窓口機

能を整備する。 

市民活動推進課 市民 継続 

56 

配偶者暴力に関する

相談体制の庁内連携

の確立 

相談窓口相互の円滑な連携を図るた

め、つなぎ方や相談の流れなどの相談

システムを検討する。 

男女共同参画担当 

子ども家庭課 

市民活動推進課 

市組織 継続 

57 

配偶者暴力に関する

外国人相談者の情報

保障 

外国人相談者への対応として、東京都

や武蔵野市国際交流協会など他機関

との連携によりできるだけ母国語通

訳の確保をめざす。 

子ども家庭課 市民 継続 

58 相談窓口体制の整備 

ヒューマン・ネットワークセンターの

移転に合わせて、女性総合相談や子ど

も家庭課などの相談機能を見直すこ

とにより、市民が相談しやすい相談窓

口体制の整備を検討する。 

高齢者や障害のある被害者の対応に

ついては、関係課と調整、密に連携し、

支援を行う。 

市民活動推進課 

男女共同参画担当 

子ども家庭課 

市民 新規 

59 
配偶者暴力に関する

相談窓口の周知 

配偶者暴力被害者の早期相談を促す

ため、「女性相談カード」を作成し、

市内公共施設等のトイレに貼付・配布

するなど、相談窓口等の周知について

検討する。 

幅広い相談につなげるため、医療・民

生委員など関係機関への窓口等の周

知を図る。 

男女共同参画担当 

子ども家庭課 
市民 新規 

60 
男性のための相談に

関する情報提供 

男性からの家庭や夫婦関係に関する

相談等については東京ウィメンズプ

ラザ等の適切な相談窓口の情報提供

を行う。 

男女共同参画担当 市民 継続 

61 

相談事業の成果を他

の事業へ生かす体制

づくり 

相談によって表面化する問題点を全

庁的な問題として取り上げ、関係部課

の取り組みを推進する。 

市民活動推進課 市組織 継続 
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（３）安全の確保 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

62 被害者の安全の確保 

迅速な対応が必要な場合は、東京都や

警察等と連携し、一時保護するなど子

どもも含めて安全確保を図る。 

子ども家庭課 市民 継続 

63 被害者情報の保護 

配偶者暴力被害者の安全を図るため、

住民情報系システムにより、関係各課

で情報共有し、加害者への情報の漏え

いがないよう徹底した管理を行うと

ともに、引き続き、被害者保護の視点

から職員研修を継続的に行う。 

子ども家庭課 

情報管理課 
市民 継続 

 

（４）自立支援 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

64 

庁内ネットワークに

よる被害者への円滑

な支援 

関係課における被害者の庁内での手

続きを円滑に支援するため、定期的に

庁内連絡会を開催し、情報共有を図

る。 

子ども家庭課 市組織 継続 

65 
被害者の立場に立っ

た支援 

被害者の精神状態等の安定や二次被

害の防止を図るため、相談員による同

行支援等を通じ一貫した支援を引き

続き行う。 

子ども家庭課 市民 継続 

66 
被害者へのカウンセ

リングの検討 

配偶者暴力被害を含めた女性総合相

談において、医療機関や関係機関との

連携を深め、必要に応じてカウンセリ

ングなどのメンタルケアを行う体制

を検討する。 

男女共同参画担当 

子ども家庭課 

教育支援課 

市民 新規 

67 
子どもに対する心理

的援助 

配偶者暴力が行われている家庭の子

どもに対して、子ども家庭支援センタ

ー、学校、教育支援センター、保育園

等関係機関と連携し子どもに対する

継続的な心理的援助を行う。 

男女共同参画担当 

子ども家庭課 

教育支援課 

市民 継続 
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（５）推進体制の整備 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

68 

配偶者暴力被害者支

援のための庁内ネッ

トワークの充実 

武蔵野市配偶者等暴力被害者支援庁

内連絡会が、被害者支援のネットワー

クとして機能するよう、情報共有、研

修、マニュアルの随時見直しなどを、

引き続き行っていく。 

子ども家庭課 市組織 継続 

69 東京都等との連携 

東京都が行う近隣４市と管内警察と

の関係機関連絡会や相談員連絡会等

において、関係機関との情報交換や連

携を図る。 

子ども家庭課 市組織 継続 

70 
外部の関係機関との

連携 

被害者への迅速な対応を図るため、外

部関係機関と庁内各課との連携体制

を検討する。 

男女共同参画担当 市組織 新規 

71 
相談関係職員研修の

充実 

人権尊重及び男女共同参画推進の視

点に立った相談を行うため、啓発や研

修を行う。 

市民活動推進課 

男女共同参画担当 

子ども家庭課 

市組織 継続 

７2 
相談担当職員の研修

の充実 

相談窓口等の相談員は他機関で実施

する研修会等に積極的に参加し、継続

的に支援スキルの向上をめざす。 

子ども家庭課 市組織 継続 

73 
配偶者暴力相談支援

センターの設置検討 

配偶者からの暴力防止及び被害者の

保護等に関する法律に基づく、配偶者

暴力相談支援センターの設置につい

て検討する。 

男女共同参画担当 

子ども家庭課 
市組織 継続 
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基本施策２ セクシュアル・ハラスメントやストーカーへの対策 

 

セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為は、人権侵害であり男女共同参画社会の実現を妨

げるものであるとの認識に立ち、さまざまな機会をとおして、事業者や市民に対して啓発活動を実

施します。また、被害者に対する支援とそのために必要な体制の整備を進めます。 

 

（１）セクシュアル・ハラスメントやストーカーへの対策 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

74 

セクシュアル・ハラス

メントやストーカー

防止のための啓発 

さまざまな機会をとおして、事業者や

市民に対してセクシュアル・ハラスメ

ント防止についての啓発活動を行う。 

子ども家庭課 

男女共同参画担当 
市民 継続 

75 
ストーカー行為等の

被害者に対する支援 

ストーカー行為等の規制に関する法

律の一部改正に基づき、ストーカー行

為等の被害者に対する支援に努める。 

子ども家庭課 市民 新規 

 

 

基本施策３ 特別な配慮を必要とする人への支援 

 

ひとり親家庭への支援については、その実態把握調査を踏まえ、ひとり親家庭の自立に向けた総

合的・体系的な支援を図るため、「ひとり親家庭自立支援計画（仮称）」を策定します。 

一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加するとともに、障害のある方にとっても住み慣れた地

域で安心して暮らせるよう支援する仕組みをつくり、孤立予防や消費者被害防止に取り組みます。

また、家族介護者の負担の増加等により、高齢者及び障害者虐待が多くなる恐れがあり、虐待の未

然防止や早期発見、早期支援の体制づくりを図ります。 

性同一性障害がある人などセクシュアル・マイノリティについては人権尊重の立場から理解を深

めるような講座等を開催します。また、公立小中学校では、児童生徒が相談しやすいよう努め、い

じめ問題につながらないような配慮を行います。 

 

（１）ひとり親家庭等への支援（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

76 
ひとり親家庭自立支

援計画（仮称）の策定 

ひとり親家庭へ効果的な支援を行う

ため、施策の体系化を図る。 
子ども家庭課 市組織 新規 

77 
ひとり親家庭への生

活支援 

各種の手当、助成、各種福祉資金の貸

付により経済的な支援を行う。 
子ども家庭課 市民 継続 

78 
ひとり親家庭への自

立支援 

職業訓練、求職支援、就業時のホーム

ヘルプの提供など就労の支援を行う。 
子ども家庭課 市民 継続 
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 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

79 
ひとり親家庭の子ど

もへの教育支援 

就学援助費、教育資金の貸付、子ども

体験活動事業等により、子どもへの教

育支援を行う。 

子ども家庭課 

教育支援課 
市民 継続 

80 自主グループの支援 

ひとり親家庭の自立支援のために相

談や講座を通じて自主グループ支援

などを検討する。 

男女共同参画担当 市民 継続 

 

（２）高齢者・障害者の方への支援 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

81 
孤立防止への取り組

み 

「武蔵野市孤立防止ネットワーク連

絡会議」等のネットワークを活用し、

市や関係機関、民間事業者等との情報

交換・連携により孤立防止に努める。 

高齢者支援課 

障害者福祉課 
市民 継続 

82 
虐待防止の対策の推

進 

虐待の早期発見及び適切な援助を行

うため、「高齢者及び障害者虐待防止

連絡会議」を通じ、庁内関係課や地域

自立支援協議会及び警察・保健所等関

係機関との有機的な連携を進め、研修

等も実施していく。また、緊急避難用

のショートステイを確保し安全確保

を図る。 

高齢者支援課 

障害者福祉課 
市民 継続 

83 
消費者被害の防止対

策の推進 

消費生活センター・安全対策課・高齢

者支援課・障害者福祉課等の連携によ

り、消費者被害の対象となりやすい高

齢者や障害者への注意喚起や消費生

活相談、在宅介護支援センター・地域

活動支援センター等での出前講座や

消費生活展等での啓発を行う。 

生活経済課 

高齢者支援課 

障害者福祉課 

安全対策課 

市民 継続 

84 
心のバリアフリーの

推進 

共生社会の実現に向けて、地域におい

て障害を正しく理解するための体系

的な講習会を実施する。 

障害者福祉課 市民 継続 
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（３）性同一性障害のある人などへの支援 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

85 

ヒューマン・ネットワ

ークセンターにおけ

る講座 

性同一性障害などセクシュアル・マイ

ノリティに関する講座を開催し理解

促進を図る。 

男女共同参画担当 市民 新規 

86 
学校教育における個

別的支援 

性同一性障害などについて、児童生徒

の人権の尊重を最大限に考慮し、ニー

ズに基づいた個別対応を行うととも

に、いじめにつながらないよう、教育

相談と連携し、配慮する。 

指導課 市民 継続 

 

 

基本施策４ 女性の生涯にわたる健康施策の推進 

 

男女ともに生涯にわたり心身共に健康であることは、男女共同参画社会を進めるうえでも重要な

視点です。特に、女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期など各段階で身体的な変化が大きいこと

から、女性特有の疾病の予防や出産・産後の母体ケア等について男女ともに理解し合うことができ

るように取り組みます。 

また、お互いの性を尊重し合うことができるよう支援するとともに、性と生殖に関する健康と権

利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する理解を深めるよう情報提供や意識啓発に努めま

す。 

 

（１）各種健康診断の充実 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

87 

乳がん・子宮頸がん検

診のあり方の検討と

受診率向上 

国の指針に基づき、精度の高い検診を

実施し、新規受診者への啓発と受診率

向上をめざす。また、乳がん自己検診

法の普及について、乳幼児健診や女性

対象の予防教室等で啓発を行う。 

健康課 市民 継続 

88 
子宮頸がん予防ワク

チン接種 

平成 25年４月から定期接種として実

施した。対象者への接種効果と副反応

について情報提供を行う。 

健康課 市民 継続 
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 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

89 
母体ケアに関する事

業の実施 

妊娠中の健康管理や安全な出産を迎

えるために、「妊婦健康診査」「こうの

とり学級」等を実施、出産後は「こん

にちは赤ちゃん訪問」により、母体ケ

アについての情報提供や産後うつの

早期発見に努め、必要に応じて子ども

家庭支援センターと連携し継続的な

支援を行う。 

また、母体への理解を深め、子育て参

加促進を図るため、父親ハンドブック

を配布する。 

健康課 市民 継続 

90 

健康をおびやかすさ

まざまな問題につい

ての啓発活動 

エイズ、性感染症、薬物乱用などの防

止について、他関連機関と連携し、情

報共有・提供を行う。 

健康課 市民 継続 

91 
骨粗しょう症予防事

業の実施 

骨粗しょう症予防教室を実施し、健康

の保持増進を図る。 
健康課 市民 継続 

 

（２）リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

92 

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツに関す

る啓発 

ヒューマン・ネットワークセンター等

で、リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツの情報提供や啓発を行う。 

男女共同参画担当 市民 継続 
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基本目標Ⅳ 男女共同参画推進の体制づくりに取り組むまち 

 
 

男女共同参画の堅実な推進には、推進計画、推進拠点、男女共同参画条例を整備し、それぞれの

特性を生かしつつ相互に関連させることが有効です。 

男女共同参画推進拠点としてヒューマン・ネットワークセンターの機能拡充を伴う移転を推進す

るとともに、第二次男女共同参画計画からの継続課題として条例制定について具体的に検討します。 

市政のあらゆる分野において、男女共同参画社会の理念に配慮した各施策の展開がなされるよう

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－1－(1) 市民参加による男女共同参画の推進 

４－1－(2) 庁内推進体制の整備 

４－1－(3) ヒューマン・ネットワークセンターの拡充（☆） 

４－1－(4) 男女共同参画情報誌等の発行 

４－１ 計画推進体制の拡充 

基本目標４ 男女共同参画推進の体制づくりに取り組むまち 

４－2－(1) 男女共同参画基本条例（仮称）の制定検討（☆） 

 

 

４－２ 男女共同参画基本条例（仮称）の制定検

討 
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現状と課題 

ヒューマン・ネットワークセンターは、平成 10年に男女共同参画社会の実現をめざす市民や市民

団体の自主活動とネットワーク化を支援する拠点として開設し、以来、「むさしのヒューマン・ネッ

トワークセンター運営協議会(現、むさしの男女共同参画市民協議会)」に管理運営委託を行ってき

ました。第二次男女共同参画計画において男女共同参画推進の拠点施設として位置づけ、平成 24

年４月に直営化しました。平成 24年度には、17企画 25講座を実施し、センター便り「そよ風」を

発行し、男女共同参画社会の実現に向けた啓発を行っています。 

しかしながら、ヒューマン・ネットワークセンターや男女共同参画情報誌「まなこ」の認知度は

低く、男女共同参画を推進する中核事業として、さらなる充実に向けた見直しが必要になっていま

す（図表 21、22）。武蔵境市政センター移転とともにヒューマン・ネットワークセンターの移転も

予定されており、ＤＶ防止対策にも対応し得る新たな課題解決に向けた男女共同参画センターとし

てのあり方が問われています。 

男女共同参画基本条例については、市民意識調査結果では、条例制定の是非を問う質問に対して

約５割の人が「条例があるとよい」と答えています（図表 23）。また男女共同参画を推進する指針

として、都内では 21区市で条例が制定されています。 

 

 

図表21 武蔵野市の施策の認知度（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 
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図表22 むさしのヒューマン・ネットワークセンターに期待すること 

（武蔵野市：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 

 

 

図表23 男女共同参画基本条例制定について（武蔵野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「武蔵野市男女共同参画に関する意識調査」（平成 24年） 
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の講座が充実していること

講座に参加する時に、幼児を預かってくれ

ること

無回答

図書コーナーを充実させること

その他

特に期待することはない

自主的な活動のために会議室や印刷室が

自由に使えること

起業や再就職セミナーなど、女性の就業

支援を行うこと

問題解決のための総合相談窓口がある

こと

無回答

54.4

41.3

3.7

13.8

38.1

37.7

3.7

7.2

女 性（n=294）

男 性（n=167）

男女共同参画基本条例

があるとよい

わからない男女共同参画基本

条例はなくてもよい

50.3 7.4 36.9 5.4全 体（N=485）

(%)
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基本施策１ 計画推進体制の拡充 

 

男女共同参画社会の実現には本計画の着実な実施が重要です。男女共同参画推進委員会及び庁内

推進会議を中心に、計画の進捗状況を点検・評価し、課題の解決に向け取り組みます。 

ヒューマン・ネットワークセンターの移転に向けて、早急にセンターのあり方を検討します。こ

れまでのセンターの特徴である市民及び市民団体との協働・参画を基調に、配偶者暴力相談支援セ

ンター機能の一部を担う等、専門性と総合性を合わせもつ男女共同参画施策の推進拠点とする方向

で検討します。 

 

（１） 市民参加による男女共同参画の推進 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

93 

むさしの男女共同参

画市民協議会など市

民活動の支援 

むさしの男女共同参画市民協議会を

はじめ男女共同参画登録団体等に対

し、補助・事業委託・情報提供等を通

じて、活動の支援や連携の促進を図

り、男女共同参画への理解を深め、良

きパートナーとしての関係を築く。 

男女共同参画担当 事業者等 充実 

94 
男女共同参画推進委

員会の運営 

計画策定及び計画の進捗状況の点検

評価や課題解決のため男女共同参画

推進委員会を設置運営する。なお、計

画改定や計画進行管理など目的に応

じた委員会の設置を行う。 

男女共同参画担当 市組織 継続 

 

（２） 庁内推進体制の整備 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

95 庁内推進会議の運営 

計画の掲げる事業の進行管理を行い、

男女共同参画推進委員会の提言を参

考に、新たな課題解決に向け協議す

る。 

男女共同参画担当 市組織 継続 

96 
事業の進捗状況調査

及び市民への公開 

市は進捗状況調査報告書を作成し、公

表するとともに、男女共同参画推進委

員会で報告する。 

男女共同参画担当 市民 継続 

97 人材育成の推進 

市職員が男女共同参画に関する理解

を深め、それぞれの業務について男女

共同参画の視点でも捉えられるよう

に各種研修を行う。 

人事課 

男女共同参画担当 
市組織 継続 
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（３）ヒューマン・ネットワークセンターの拡充（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

98 

ヒューマン・ネットワ

ークセンターの機能

拡充と円滑な移転 

ヒューマン・ネットワークセンターの

移転に伴い、配偶者暴力相談支援セン

ター機能を担うなど男女共同参画の

推進拠点として機能拡充を図る。ま

た、専門性を計画策定や市施策に反映

できるよう、組織の在り方等について

検討する。 

男女共同参画担当 市組織 継続 

99 各種講座等の実施 

男女共同参画推進に関する課題解決

に向けた各種講座を市民団体や関係

機関との連携を図り実施する。 

男女共同参画担当 市民 継続 

100 
講座修了者のフォロ

ーアップ支援 

ヒューマン・ネットワークセンター講

座修了者に団体活動の情報提供を行

うなど、市民団体の活性化を図る。 

男女共同参画担当 市民 新規 

101 

ヒューマン・ネットワ

ークセンター登録団

体の見直し 

ヒューマン・ネットワークセンター移

転に伴い、男女共同参画センターとし

ての利用登録団体のあり方について

検討・見直しを行う。 

男女共同参画担当 事業者等 継続 

 

（４）男女共同参画情報誌等の発行 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

102 
「まなこ」「そよ風」

の発行（事業５再掲） 

男女共同参画の推進を図るため、男女

共同参画情報誌「まなこ」やヒューマ

ン・ネットワークセンターだより「そ

よ風」を発行する。市民が編集する「ま

なこ」は、ヒューマン・ネットワーク

センターの専門性を活用できるよう

検討する。 

男女共同参画担当 市民 充実 
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基本施策２ 男女共同参画基本条例（仮称）の制定検討 

 

男女共同参画基本条例（仮称）は、市の男女共同参画の推進を図るための基本的な理念、目標と

する社会や基本的方向性を示し、男女共同参画計画に法的根拠を与えるものです。 

男女共同参画基本条例（仮称）の制定については、まず庁内検討会において課題を整理し、その

検討結果を踏まえつつ、条例の必要性や趣旨が広く市民に理解し共有されるためにも市民や有識者

等を含めた検討する場を早急に設置します。 

 

（１）男女共同参画基本条例（仮称）の制定検討（☆） 

 事業名 内容 主管課 対象者 区分 

103 庁内検討会の設置 

庁内検討会を設置し、事例研究や課題

の整理を行い、市民・有識者による検

討会設置に向け準備する。 

男女共同参画担当 市組織 継続 

104 
市民・有識者を含む検

討会の設置 

市民への意識の浸透を図り、施策推進

の基本指針とするため、条例制定につ

いての市民・有識者による検討会を設

置する。 

男女共同参画担当 市組織 継続 
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「むさしの男女共同参画市民協議会」が提案する新センターの機能―第 10回委員会資料より  

 

トピックス③ 

新むさしのヒューマン・ネットワークセンターの機能に関する整理 

 

■男女共同参画センターが特設される理由 

・男女共同参画計画で示された男女共同参画推進のための政策展開の拠点 

・性差別克服に向けた課題別学習機会の実施 

・困難を抱えている人々の状況改善をめざした相談と学習講座の展開 

・女性のエンパワーメントの向上 

・日常生活の中の課題を問い直すことで、ＤＶや各種課題の予防につなげる。 

・日常のなかで生き辛さや課題を感じている女性・男性の拠り所となる。 

 

■むさしのヒューマン・ネットワークセンターの望ましい機能 

男女共同参画の推進は、行政側が学習機会を提供するだけでなく、市民自らが当たり前と

捉えてきたことを問い直すことから始まる。生活の中の課題を洗い出し、その解決に向けて

市民が主体的な取り組みをすることが重要であり、センターはそのための場所（拠点）であ

る。したがって「学び」「交流」「活動支援」「相談」「情報提供」「調査・研究」の６つの機

能が相互に有機的につながることが必要。それが男女共同参画の推進や性に対して平等な社

会づくり、市民をエンパワーメントすることになる。 

 

＊ センターにおける相談機能の必要性 

・相談につながるには相談者のエネルギーも必要となるが、相談する内容が未整理な場合

も多く、まずは一緒に整理をしながら考えていけるような敷居の低い身近な窓口が必要

である。庁舎内では、その目的を達成することはできない。そのため、身近な生活の場

所にセンターを設置し、庁舎での相談とは別に、センターでも相談を行えるようにする

必要がある。 

・平日勤務の市民には、市役所で行っている女性総合相談やひとり親・女性相談には時間

的制約（９時～１７時）があり、つながれない。それらの人たちの受け皿になることも

センターにおける相談の重要な役割である。 

・「相談」ですくい上げたニーズを「学び」に活かすことが重要である。なぜなら相談で

は、“今ここ”の課題・ニーズが集まってくるからである。相談につながれない人たち

が「学び」につながり、そしてそれを「相談」につなげるというネットワークが、切れ

目のない支援への第一歩である。 
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数値目標一覧  

基本目標 指標 
24年度 

実績 

30年度 

目標 
根拠及び確認 主管課 

基本目標Ⅰ 

男女平等の意

識を育むまち 

男女共同参画週間事業参加

団体（団体数） 
９団体 15団体 

男女共同参画週間

事業報告書 

男女共同参

画担当 

基本目標Ⅱ 

生活と仕事が

両立でき、個

性と能力を発

揮できるまち 

ワーク・ライフ・バランスを知っ

ている人の割合（％） 

41.1％ 

＊1 
50％ 市民意識調査 

男女共同参

画担当 

市役所内の審議会等におけ

る女性委員の割合（％） 
45.9％ 50％ 

武蔵野市における

委員会等への女性

の参画状況調査 

男女共同参

画担当 

市役所内における女性管理

職の割合（％） 
6.8％ 

改定特定事

業主行動計

画の数値目

標を目標と

する 

特定事業主行動計

画 
人事課 

市役所内における男性の育

児休業の取得率（％） 
18.2％ 

特定事業主行動計

画 
人事課 

市役所内における男性の出

産支援休暇の取得率（％） 
88.2％ 

特定事業主行動計

画 
人事課 

産前・産後支援ヘルパー事業

（回） 
1,430回 

改定子ども

プランの数

値目標を目

標とする 

子どもプラン武蔵野 
子ども家庭

課 

病後児保育（人・箇所数） 
8人 

2か所 
子どもプラン武蔵野 保育課 

一時保育事業（認可保育所）

（人・箇所数） 

30人 

5か所 
子どもプラン武蔵野 保育課 

一時保育事業（その他）（箇所

数） 
5か所 子どもプラン武蔵野 保育課 

保育定員（認可保育園）（人・

箇所数） 

1,391人 

15か所 
子どもプラン武蔵野 保育課 

基本目標Ⅲ 

人権を尊重

し、あらゆる

暴力を許さな

いまち 

配偶者暴力防止法を知ってい

る人の割合（％） 

76.1％ 

＊2 
80％ 市民意識調査 

男女共同参

画担当 

女性総合相談を知っている人

の割合（％） 
12.9％ 40％ 市民意識調査 

男女共同参

画担当 

大学・高校におけるデートＤＶ

防止出前講座（校数） 
1校 ６校 

男女共同参画実施

状況調査 

男女共同参

画担当 

乳がん検診受診率（％） 15.3％ 
50％ 

＊3 
健康推進計画 健康課 

子宮がん検診受診率（％） 31.9％ 
50％ 

＊3 
健康推進計画 健康課 

基本目標Ⅳ 

男女共同参画

推進の体制づ

くりに取り組む

まち 

ヒューマン・ネットワークセンタ

ーを知っている人の割合（％） 
20.6％ 40％ 市民意識調査 

男女共同参

画担当 

「まなこ」を知っている人の割

合（％） 
20.8％ 40％ 市民意識調査 

男女共同参

画担当 

＊1内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成 24年）   
＊2内閣府「男女間における暴力に関する報告書」（平成 24年）   
＊3目標年度は平成 29年度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 武蔵野市男女共同参画推進委員会設置要綱 

② 武蔵野市男女共同参画推進委員会委員名簿 

③ 武蔵野市男女共同参画推進委員会協議経過 

④ 武蔵野市市民意識調査概要 

⑤ 武蔵野市職員意識調査概要 

⑥ パブリックコメントの実施結果 

⑦ 男女共同参画推進の主な動き 

⑧ 男女共同参画社会基本法 

⑨ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

⑩ 用語一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       参考資料 

 - 51 - 

① 武蔵野市男女共同参画推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 武蔵野市男女共同参画計画の策定、見直

し及び推進に関して検討するため、武蔵野市男

女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所管事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討

し、その結果を市長に提言する。 

(１) 武蔵野市男女共同参画計画の策定、見直

し及び推進に関すること。 

(２) 前号に定めるもののほか、市長が必要と

認めること。 

（構成） 

第３条 委員会は、12人以内の委員で構成し、市

長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、再

任は妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置

き、委員長は委員の互選により選任し、副委員

長は委員の中から委員長が指名する。 

２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委

員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰

する。 

２ 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以

外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

（専門部会） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、

専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、委員長の指名する委員をもって

構成する。 

（報酬） 

第８条 委員の報酬等については、武蔵野市非常

勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

36年２月武蔵野市条例第７号）に基づき、市長

が定める。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、市民部市民活動推進課

が行う。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項

は、市長が別に定める。 

付 則  

 この要綱は、平成24年８月29日から施

行する。ただし、第９条の改正中「企画

政策室市民協働推進課」を「市民部市民

活動推進課」に改める部分は、平成24年

10月１日から施行する。

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/375014/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/375014/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/390898/Application%20Data/MusashinoTmp/&type=link&cid=rfa00300
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② 武蔵野市男女共同参画推進委員会委員名簿 

                        任期：平成24年10月５日～平成25年10月21日 

                               ◎：委員長  ○：副委員長 

阿部 敏哉 社福）武蔵野 高齢者施設統括施設長 

伊藤 隆子 
武蔵野商工会議所建設業部会議員 

武蔵野硝子株式会社社長 

小川 拓哉 武蔵野市立第五中学校副校長 

栗原 毅 公募市民 

◎ 権丈 英子 亜細亜大学経済学部教授 

○ 春原 由紀 武蔵野大学名誉教授 

竹内寿恵子 公募市民 

長尾 亮 弁護士 

野田 順子 野の花メンタルクリニック医師 

原 利子 むさしの男女共同参画市民協議会会長 

二子石 薫 公募市民 

松井 滋樹 公募市民 

(五十音順・敬称略) 

 

ワーキングチーム名簿                   ◎：リーダー  ○：副リーダー 

◎ 目澤 弘康 総合政策部企画調整課企画調整主査 

久保田由香里 総務部人事課人事係主査 

小嶋 敏子 市民部生活経済課産業振興係主任 

宮本 亮平 健康福祉部地域支援課主査 

中園 雅爾 
子ども家庭部児童青少年課児童担当係長(～平成25年９月) 

健康福祉部高齢者支援課資格保険料担当係長(平成25年10月～) 

若林 俊宏 健康福祉部高齢者支援課相談支援係主任 

鈴木早代子 健康福祉部健康課主任 

○ 猿井八重子 子ども家庭部子ども家庭課課長補佐兼ひとり親支援担当係長 

佐々木千尋 子ども家庭部保育課管理係主事 

隅田登志意 教育部指導主事(～平成25年３月) 

谷合みやこ 教育部指導主事(平成25年４月～) 

岩村 和明 教育部生涯学習スポーツ課生涯学習係主査 
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③ 武蔵野市男女共同参画推進委員会協議経過 

 

 日時 場所 検討内容 傍聴者数 

第１回 
平成24年 

 10月５日 
市役所 委嘱式・委員会のあり方・今後の方針について  

第２回 11月１日 
スイングホール 

（スカイルーム） 

男女共同参画計画策定に向けた社会情勢、市民意識調査につ

いて 
２名 

第３回 12月３日 市民会館 本市の現状と課題の整理について ２名 

第４回 
平成25年 

 １月17日 
プレイス 

本市の現状と課題の整理について、職員意識調査の実施につ

いて 
０名 

視察 ２月２日 市内周辺 

0123吉祥寺、こどもテンミリオンハウスあおば、学童保育・

あそべぇ（大野田小学校）、むさしのヒューマン・ネットワ

ークセンター、桜堤ケアハウス 

 

第５回 ２月21日 
スイングホール 

（スカイルーム） 

本市の現状と課題の整理について、市民意識調査結果中間ま

とめについて 
０名 

第６回 ３月12日 
スイングホール 

（スカイルーム） 

本市の現状と課題の整理について、市民意識調査結果（最終

報告）について、職員意識調査の結果速報について 
２名 

第７回 ４月22日 プレイス 

第三次計画の基本理念・方針について 

第三次計画の重点課題について（ワーク・ライフ・バランス

の取組み） 

２名 

第８回 ５月28日 プレイス 
第三次計画の重点課題について（ワーク・ライフ・バランス

の取組み、人権の尊重とＤＶ対応） 
２名 

第９回 ７月２日 プレイス 
第三次計画の重点課題について（特別な支援を要する男女へ

の支援、人権の尊重と男女共同参画意識の普及） 
２名 

第10回 ７月29日 プレイス 
第三次計画の重要課題について（ＤＶ防止基本計画（案）に

ついて、女性の健康施策の推進について、推進体制について） 
６名 

第11回 ９月３日 プレイス 委員会報告書（案）について ２名 

第12回 ９月26日 
スイングホール 

（スカイルーム） 
委員会報告書（案）について ２名 

第13回 10月21日 プレイス 委員会報告書（案）について ０名 
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④ 武蔵野市市民意識調査概要 

１ 調査の目的 

男女共同参画に関する市民の意識を把握し、武蔵野市第三次男女共同参画計画の策定のための

基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の設計 

(１) 武蔵野市在住の満18歳以上の男女 

(２) 対象者数：1,500人（女性750人、男性750人） 

(３) 抽出方法：等間隔無作為抽出法 

(４) 調査方法：郵送配布－郵送回収法（督促を兼ねた礼状はがき１回送付） 

(５) 調査期間：平成24年11月30日（調査票発送）～12月14日（返送締切） 

(６) 調査項目：質問項目29問＋プロフィール８問 

        ①日ごろの生活、②仕事、③地域生活と防災、④人権尊重 

⑤男女平等意識と女性の参画、⑥市の施策 

 

３ 回収結果 

(１) 有効回収数  485人（女性：294人、男性：167人、性別無回答：24人） 

(２) 有効回収率  32.3％ 

 

 

⑤ 武蔵野市職員意識調査概要 

１ 調査の目的 

男女共同参画に関する考え方や男女それぞれが働きやすい職場づくりに関する市職員の意識・

実態を把握し、男女共同参画計画策定及び特定事業主行動計画推進の基礎資料とすることを目的

とする。 

 

２ 調査の設計 

(１) 調査対象：特別職を除く全正規職員(派遣者、産休・育休取得者および休職者含む) 

(２) 対象者数：967人（女性449人、男性518人） 

(３) 調査方法：職員ポータル(内部システム)のアンケート機能を使用する(無記名) 

※職員ポータルを使用できない派遣者、産休・育休取得者および休職者にはアンケート用

紙を交換便・郵送にて送付し、回収を行う 

(４) 調査期間：２月５日(火)～15日(金) 

(５) 調査項目：質問項目36問＋プロフィール８問 

        ①日ごろの生活、②仕事、③育児や介護に伴う休業・休暇制度、 

④ハラスメント、⑤男女平等意識と女性の参画 

(６) 担  当：男女共同参画推進委員会ワーキングチーム 

 

３ 回収結果 

(１) 有効回収数  597人(女性：277人、男性：319人、性別無回答：１人) 

(２) 有効回収率  61.7％ 
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⑥ パブリックコメントの実施結果 

 

１ パブリックコメント募集の趣旨 

  武蔵野市男女共同参画推進委員会の報告書を基に作成した「武蔵野市第三次男女共同参画計画

（案）」について、市民の皆様から幅広くご意見をいただき、さらに内容を深めて計画を作成する

ためにパブリックコメントを募集した。 

 

２ 募集概要 

（１） 周知方法：パブリックコメント募集について市報12月15日号、市HP、まなこ89号に掲載。 

 「武蔵野市第三次男女共同参画計画（案）冊子」をむさしのヒューマン・ネッ

トワークセンター、市政センター、図書館、コミュニティセンター他に閲覧・

配布。 

（２） 募集方法：電子メール、FAX、郵送のいずれか。 

（３） 募集期間：平成25年12月15日～平成26年1月6日 

（４） 応募状況：４人（26件） 電子メール（３）／ＦＡＸ（１） 

 

３ 意見の要旨及び取り扱い方針 

ＮＯ パブリックコメント（要旨） 取り扱い方針 

１ ＜基本理念・基本視点・基本目標＞ 

「男女が、社会の対等な構成員として」の文言が初めて明記

されたことを評価します。男女共同参画社会基本法の第二条、

（定義）のところでは、男女共同参画社会の形成に、しっか

り記述されていますが、武蔵野市のいままでの計画の基本理

念では、この部分が非常にあいまいででした。 

男女共同参画社会基本法の趣旨に基

づき、国及び都の計画を参考に今後５

か年の本市の取り組み方針及び事業

体系を示しています。また、計画の進

捗状況を点検評価する際の指標とし

数値目標を設定しています。 

２ ＜基本理念・基本視点・基本目標＞ 

「～していく」---のではなく「～する」と断言していること

やプランづくり、成果の検証、課題解決を一体化して取り組

んでいこうとしていること。また、目標のテーマが明確にな

り、一目で内容が把握できるよう設定されていることを評価

します。 

３ ＜全体的に＞ 

国、都の動向をしっかりふまえ計画を立てていること、これ

までの計画にはなかった施策がいくつも盛り込まれたことを

評価します。 

４ ＜全体的に＞ 

新規の項目が多く、期待が持てます。図書館における情報の

提供、地域企業に対する新たな取り組み、地域防災への女性

の参画、相談窓口業務の充実、心身に傷を負った女性に対す

るメンタルケアの検討や連携・支援、ひとりで子育てをする

家庭への支援を総合的に行うための計画策定、イベントや講

座などをやりっ放しにしないためのフォローアップ支援な

ど、新しくきめ細かい施策が展開されています。これらが本

当に実行され、成果が検証されて課題解決の一助になったと

き、名実ともに「住みたいまち№1」の武蔵野市になることと

思います。 

本計画は多くの分野にわたりますが、

関係課や関係機関との連携を図り、男

女共同参画庁内推進会議や男女共同

参画推進委員会において進捗状況を

検証し、取り組んでいきます。 
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ＮＯ パブリックコメント（要旨） 取り扱い方針 

５ ＜市民意識調査＞ 

第二次計画には、市民意識調査の充実が書かれていたが今回

言及がありません。調査の継続実施は保証されるのでしょう

か？ 

次期計画策定時に合わせ、市民ニーズ

の把握及び本計画の数値目標（認知

度）の達成度を把握するため、市民意

識調査を実施します。 

６ ＜基本目標Ⅰ―１(1)男女共同参画の意識啓発＞ 

「図書館における情報提供」が盛り込まれたのはとても良い。

図書館の役割は世界中で見直しが進み、より積極的に住民と

関わって、啓蒙教育のみならず福祉や防犯でも重要になりつ

つあります。図書館との連携は、男女共同参画の窓口を大き

く広げるものとなります。 

図書館は、多様な情報資料が蓄積さ

れ、地域の情報拠点となっています。

図書館の持つ情報資産の有効活用と

ともに、幅広い年代の人が集う場を生

かし、さまざまな情報を提供していき

ます。 

７ ＜基本目標Ⅰ―１(1)男女共同参画の意識啓発＞ 

男女共同参画の意識づくり(1）の３国際的理解を深めるため

の取り組み」に「他自治体の取り組みを紹介」ということも

あったらと思います。 

男女共同参画に関する意識啓発に関

して、本市関連機関を始め他自治体の

先進的な取り組みも参考にして進め

ています。 

８ ＜基本目標Ⅰ―２(1)男女平等教育の推進＞ 

放課後施策への言及がありません。教室では教諭は性別の強

化を指導しないだろうが、放課後のあそべえでは、男女の区

分けを強調する傾向（男だから何々で遊ぶ、女だから何々は

しない、というように）が見受けられます。あそべえの先生

は熱心に職務を遂行しておられるが、事故のないようにとの

保守の配慮が先立つことであるし、また啓発の研修機会も少

ないのではないでしょうか。学校と家庭の中間でも男女共同

参画施策がほしいと思います。 

地域子ども館あそべえ事業は、地域の

方々がボランタリーに参画していた

だき、実施している事業です。スタッ

フに対して子どもの接し方等につい

て研修を行っておりますので、その

際、男女共同参画の視点も含めて、研

修を行うように努めます。 

９ ＜基本目標Ⅰ―２(1)男女平等の視点に立った学校教育の推

進＞ 

人権教育、道徳教育について触れられているが、上からの押

し付けでなく大人が身をもって示せる環境が望ましい。昨年

のスポーツ祭では市内で障がい者スポーツが開催され「お・

も・て・な・し」の文字が街にあふれました。しかし実際は

障がい者が道を歩いていても避けもせず、ぶつかっても知ら

ん顔、バスでも席を譲らない、そんなことが当たり前では学

校教育は生きない。おもてなしの基本は人権尊重だと思いま

す。 

ご指摘の通り、子どもたちは大人の姿

を見て人としての正しい生き方を学

ぶ場面が数多くあります。学校教育に

おいては、人権教育や道徳教育につい

て、さまざまな場面で児童・生徒が自

ら考え、自分の行動と照らし合わせて

その大切さを学ぶように指導を工夫

しております。そのため、すぐには望

ましい行動がとれない場合もありま

すが、丁寧に繰り返し心を育ててまい

ります。 

10 ＜基本目標Ⅰ―３(1）メディア・リテラシーの向上＞ 

「メディア・リテラシーを高める学習や講座の開催」につい

て、メディア・リテラシーとは何でしょうか。カタカナ語で

は分かりにくいです。 

メディア・リテラシーは、メディアの

情報を主体的に読み解く能力、メディ

アにアクセスし、活用する能力、メデ

ィアを通じコミュニケーションする

能力の３つを構成要素とする複合的

な能力を言います。本計画の用語説明

に追加記載します。 

11 ＜基本目標Ⅱ―２(1)地域企業等との協働によるワーク・ラ

イフ・バランスの推進＞ 

地域企業への働きかけを、担当課だけでなく生活経済課と共

同で行うのは良い。今度こそ効果があがることを期待します。 

男女共同参画社会の実現は、企業の理

解・協力が必要になりますので、関係

課や関係機関と連携を図り、情報提供

など市内企業に働きかけていきます。 
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ＮＯ パブリックコメント（要旨） 取り扱い方針 

12 ＜基本目標Ⅱ―４(1)政策・方針決定の場への女性の参画の促

進＞ 

専門性のある女性人材、嘱託等の不安定な身分でなく責任あ

る立場でおおいに活用して欲しいと思います。 

市の審議会等において、各分野の専門

性のある女性人材の活用を図り、女性

委員の割合を高めることで男女共同

参画の視点が反映できるよう環境を

整えるよう努めていきます。 

13 ＜基本目標Ⅱ―４(3)女性の地域活動への参加促進＞ 

「地域防災への女性の参画」は、すでに少し進んでいるので、

より具体的な施策に踏み込まないと、意味をなさないのでは

ないでしょうか。防災計画修正案検討専門委員会に女性委員

が参加したし、消防団に女性団員の入団がありました。もと

より地域の防災は高齢女性が担っています。手引き更新など

の際にも女性を入れるぐらいはするでしょう。それがきちん

とプレゼンスを発揮するかどうかは、防災の分野においては、

残念ながら疑わしい。女性の参画でよいものができたのか、

評価を行う仕組みにできないでしょうか。 

地域防災計画（修正）において、女性

の参画を明確に位置付け、重点的な課

題として女性の視点に立った対策へ

の取り組みを記載しています。具体的

には、避難所運営、物資の配布、心の

ケア、思いやりルーム開設、施設整備、

備蓄品の選定及び治安・防犯など、あ

らゆる場面で女性の視点を取り込ん

だ対策を推進します。また、庁内推進

会議を設置し、地域防災計画全体の進

捗や評価を行うことを検討していま

す。 

14 ＜基本目標Ⅱ―４(3)女性の地域活動への参加促進＞ 

女性の地域活動への参画促進だが、現状は平日時間の取れる

偏った年代の市民が多いのではないでしょうか。それは基本

施策５の男性の参画促進と繋がっていますが、仕事に時間が

取られる場合、母親でもＰＴＡ活動参加は難しいと思います。

学校によってはさまざまな工夫もあると思いますが、保育園

や学童クラブの父母会では父親の参加も多かったように思い

ます。そんなことが参画促進の参考になればいいと思います

が、これはワーク・ライフ・バランスという問題にぶつかり

ます。余裕のある働き方は、（特に）民間では著しく難しいと

いう現実が、周りには多くあると思います。 

ＰＴＡ活動については、保護者の皆様

ご協力いただいています。ＰＴＡの話

し合い等について、開催時刻を夜にす

れば男性の参加を促せるという考え

方もありますが、女性からは、夕飯の

支度に間に合う時間までに終わりに

してほしいというご意見もいただい

ています。このようなご意見をもとに

各学校で、できるだけ負担のかからな

い形で工夫しています。 

15 ＜基本目標Ⅲ＞ 

基本目標にある「人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないま

ち」、これは究極の平和、おおいに期待しています。 

人権の尊重は本計画の理念に掲げる

とともに、基本目標Ⅲ－1を「武蔵野

市配偶者暴力対策基本計画」として位

置づけ、関係機関と連携し取り組みま

す。 

16 ＜基本目標Ⅲ―１(2)相談事業の充実＞ 

むさしのヒューマン・ネットワークセンターが配偶者暴力に

関する相談に関わる方向付けを入れたのはとてもよい。被害

者に対して間口を広くし、より踏み込んだ支援が可能になり

ます。 

むさしのヒューマン・ネットワークセ

ンターの移転に合わせて、市民からの

配偶者暴力等の相談機能の充実を図

るよう検討していきます。 
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ＮＯ パブリックコメント（要旨） 取り扱い方針 

17 ＜基本目標Ⅲ―３(2)高齢者・障害者の孤立防止等への支援

＞ 

虐待防止の対策の推進について。事業番号 82番では、介護さ

れる側を虐待の被害者としてみていますが、介護する側が暴

力の被害者となっている事もあると思います。以前「まなこ」

で介護についての特集があった際、「夫を介護していますが、

腕力で訴えてくるのでこわいです。」との一文が掲載されてい

ました。36番・38番や 51～73番の事業と合わせて考えてお

られるのが読みとれませんでした。 

高齢者や障害者の虐待では、必ずしも

介護される側だけが被害者ではなく、

実際に介護者である妻を保護した事

例もあります。必要なのは、虐待者・

被虐待者それぞれに関わって、原因を

解明し問題を解決していくことであ

り、例えば「まなこ」のようなケース

も、36番の体制によって相談・情報提

供し、妻の介護負担の軽減につながる

サービス提供の検討とともに暴力行

為が病気からくるものであれば治療

につなげる等の対応ができると考え

ます。また、38番の家族介護支援の情

報提供の中でも、同様の情報提供やそ

こから相談につなげていくことも可

能です。 

なお、夫婦間の暴力の場合、高齢者・

障害者に関する法だけではなく配偶

者暴力防止法による対応・保護施設の

利用等も可能ですので、対象者の方に

とって、より良い制度を利用して対応

をしているところです。 

18 ＜基本目標Ⅲ―３(3)性同一性障害のある人などへの支援＞ 

セクシュアル・マイノリティへの言及が初めて登場し、可視

化へ向けて踏み出したことを評価します。講座をセンターで

開催するのはとてもよい施策であるが、これは「継続」では

なく「新規」ではないでしょうか。 

むさしのヒューマン・ネットワークセ

ンターで人権尊重等各種講座を実施

してきましたが、セクシュアル・マイ

ノリティをテーマとした講座は新規

取り組みとなりますので、「新規事業」

に修正します。 

19 ＜基本目標Ⅲ―３(3)性同一性障害のある人などへの支援＞ 

性的マイノリティにある成人や子どもに対しての支援は、（誰

にも相談できない、できにくかった人々にとって）需要が高

まる可能性があります。85,86の施策は特に重要です。 

性的マイノリティの人々を含め市民

一人ひとりが、互いに人権を尊重し合

い、自分らしく生きることができるま

ちづくりをめざし、関係各課と連携し

理解啓発等に努めます。 

20 ＜基本目標Ⅲ―４(2) リプロダクティブ・ヘルス/ライツに

関する啓発＞ 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツへの言及が登場したのを評

価します。性の自己決定権は意味を広げつつあり、無視する

ことは社会の変動から目を背けることになります。 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性

と生殖に関する健康・権利）は、女性

の生涯にわたる健康施策にとって重

要な概念で、男女共同参画社会を進め

るうえで重要な視点であり、正しい理

解を深めるよう努めます。 
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ＮＯ パブリックコメント（要旨） 取り扱い方針 

21 ＜基本目標Ⅳ―１(3)ヒューマン・ネットワークセンターの

拡充＞ 

ヒューマン・ネットワークセンターの拡充については男女共

同参画推進の拠点として、おおいに進めてほしいと思います。

開催される講座について、その進行運営にはスキルが必要と

思います。講師を押しのけて演説してしまうような参加者も

いますが、参加者が平等に意見の言える場をつくって欲しい

と期待します。また講座修了者のフォローアップ支援につい

ては、講座を受けっぱなしでなくワークショップのような形

式で意見交換する場を設定していただけたらと思います。こ

うしたスタッフの育成も期待します。 

むさしのヒューマン・ネットワークセ

ンターが開催する各種講座では、テー

マに応じてワークショップ・質疑応答

など講座内容を工夫しており、また、

復職応援セミナーなど講座修了者向

けフォローアップの実施しています。

今後、男女共同参画の拠点施設として

市民のエンパワーメントをより高め

ることができるよう取り組みます。 

22 ＜基本目標Ⅳ―１(4)男女共同参画情報誌等の発行＞ 

事業番号 102 について、市民が編集する「まなこ」の記者が

ヒューマン・ネットワークセンターの専門性を活用できるよ

うになれば、互いの情報が共有され、研鑽されて、さらに充

実した「まなこ」発行につながると思います。 

男女共同参画情報誌「まなこ」は市民

による編集を特色としていますが、市

民の視点を生かしながら、編集委員の

研修などを通じてヒューマン・ネット

ワークセンターと連携を図るなど専

門性をより高めるように努めます。 

23 ＜基本目標Ⅳ―１(4)男女共同参画情報誌等の発行＞ 

「まなこ」についてヒューマン・ネットワークセンターの専

門性を活用できるよう…とあるが大いにすすめて欲しいと思

います。また編集スタッフには継続して関わる専門スタッフ

を加え、レベルアップを図ることも必要ではないでしょうか。

まなこ読者を広げる、知ってもらうという目的のためにはサ

ポーターという制度でなく、別のやり方があるのではないで

しょうか？市民の力の活用を考えて欲しい。読者の意見交換

の場を設けるとか…しかしペットボトルの飲み物など用意す

る必要はない。男女共同参画とは女性も男性も「生き方」を

しっかり「考える」ことだと思います。少子高齢化のこれか

らの時代を生きる私達にとって「資源を大切に」は無視でき

ないキーワードです。 

男女共同参画情報誌「まなこ」のレベ

ルアップについては、市民編集を基本

にしつつ、ヒューマン・ネットワーク

センターと連携を図るなど専門性を

より高めるように努めます。 

また、「まなこ」サポーターは読者モ

ニターとして、意見や市民情報を提供

していただくとともに知人にも広め

ていただいています。平成 25 年度男

女共同参画フォーラムで「まなこちょ

こっとトーク」を開催するなど「まな

こ」の認知度を高めるよう工夫してい

きます。 

 

24 ＜基本目標Ⅳ―２(1)男女共同参画基本条例（仮称）の制定

検討＞ 

男女共同参画基本条例についてより進んだ文言での言及を評

価する。具体的に進めていきたい。 

男女共同参画基本条例（仮称）制定は

第二次男女共同参画計画からの継続

課題で、各種施策の法的根拠となるも

のです。男女共同参画推進団体等との

連携を図り、市民理解を深めるなど具

体的に取組みを進めます。 25 ＜基本目標Ⅳ―２(1)男女共同参画基本条例（仮称）の制定

検討＞ 

男女共同参画基本条例（仮称）が制定にむけての検討になっ

たことは重要なことです。法的な裏付けがあるのとないのと

では、計画自体が計画倒れになる可能性がありますから。 

26 ＜基本目標Ⅳ―２(1)男女共同参画基本条例（仮称）の制定

検討＞ 

事業名 104「市民・有識者を含む検討会の設置」について、

区分が「継続」になっています。市の組織の中で、どのよう

な検討会がいつ設置され、どのような内容がいままでに検討

されてきたのでしょう。情報の公開を切望します。 

男女共同参画基本条例（仮称）検討会

については、残念ながらこれまで設置

されていません。第三次計画期間中に

検討会を設置する予定ですが、第二次

男女共同参画計画からの継続事業と

して位置づけているため、区分を「継

続」にしています。 
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⑦ 男女共同参画推進の主な動き 

 

 

 

国連関係 国・都 武蔵野市

1970年代 1975年6月（昭和50年）
国際婦人年
世界会議（メキシコシティ） 1975年9月（昭和50年）
○世界行動計画　採択 ○総理府婦人問題担当室　設置
○1976～85年の10年間を「国連婦人の10年」と宣言

1976年6月（昭和51年）
○「民法」　一部改正
　（離婚時の氏使用可能等）

1977年1月（昭和52年）
○国内行動計画　策定

1977年10月（昭和52年）
○国内行動計画　前期重点目標　発表

1978年11月（昭和53年）
東京都

1979年12月（昭和54年） ○「婦人問題解決のための東京都行動計画」　策定
○女子差別撤廃条約　採択

1980年代 1980年7月（昭和55年） 1980年7月（昭和55年）
「国連婦人の10年」 ○女子差別撤廃条約　署名
世界会議（コペンハーゲン）
○国連婦人の10年後半期行動プログラム　採択　

1981年2月（昭和56年）
○ＩＬＯ第156号条約 1981年5月（昭和56年）
　（家族的責任を有する労働者条約） ○国内行動計画　後期重点目標　決定
　第67回ＩＬＯ総会で採択

1983年1月（昭和58年）
東京都　
○婦人問題解決のための新東京都行動計画
　「男女の平等と共同参加へのとうきょうプラン」　策定

1984年5月（昭和59年）
○「国籍法・戸籍法」　一部改正・施行
　（父系血統主義から父母両系血統主義へ）

1985年4月（昭和60年）
1985年6月（昭和60年） ○婦人行動計画関連事項の担当　決定

1985年7月（昭和60年） ○女子差別撤廃条約　批准（72番目） 　　　　　　　　　　　　　・・・（市民活動課）
「国連婦人の10年」最終年　 ○「男女雇用機会均等法」　成立
世界会議（ナイロビ） 1985年10月（昭和60年）
○婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略　採択 1986年4月（昭和61年） ○婦人問題懇談会（第一期）　設置

○「男女雇用機会均等法」　施行
1986年7月（昭和61年）
○婦人問題に関する意識調査　実施

1986年12月（昭和61年）
○婦人問題懇談会（第一期）　報告書提出

1987年5月（昭和62年）
○西暦2000年に向けての新国内行動計画　策定　 1987年6月（昭和62年）

○婦人問題懇談会（第二期）　設置　

1987年9月（昭和62年）
○婦人問題に関する意識調査　実施

1989年4月（平成元年）
○児童婦人部児童婦人室婦人問題担当　設置　

1989年10月（平成元年）
○婦人問題関係者会議　開催

1990年代 1990年2月（平成2年）
1990年3月（平成2年） ○第1回女性親善使節団
国連経済社会理事会 　シンガポール・マレーシアへ派遣
○婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略に関する ○婦人団体名簿　発行
　第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論　採択

1990年9月（平成2年）
○『武蔵野市女性行動計画』　策定

1990年12月（平成2年）
○『統計に見る武蔵野の女性』　発行

1991年2月（平成3年）
1991年3月（平成3年） ○平成2年度女性関係行政推進会議　開催
東京都 ○女性行動計画推進市民会議（第一期）　発足
○女性問題解決のための東京都行動計画 ○女性情報誌『まなこ』　第1号発行
　「21世紀へ　男女平等推進とうきょうプラン」　策定

1991年5月（平成3年）
○西暦2000年に向けての新国内行動計画 1991年12月（平成3年）
　（第一次改定）　策定 ○第2回女性親善使節団

　タイ王国へ派遣
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国連関係 国・都 武蔵野市

1990年代 1992年3月（平成4年）
○女性行動計画推進市民会議報告書（第一期）　提出

1992年4月（平成4年）
○「育児休業法」　施行 1992年5月（平成4年）

○平成4年度女性関係行政推進会議　開催

1992年7月（平成4年）
○女性行動計画推進市民会議（第二期）　発足

1992年10月（平成4年）
○第3回女性親善使節団
　中国へ派遣

1993年2月（平成5年）
○女性問題に関する意識調査　実施

1993年9月（平成5年）
○女性行動計画推進市民会議報告書（第二期）　提出

1993年11月（平成5年）
○第4回女性親善使節団
　韓国へ派遣

1994年4月（平成6年）
○児童婦人部児童婦人室婦人計画係　改称

1994年5月（平成6年）
○平成6年度女性関係行政推進会議　開催

1994年7月（平成6年）
1994年9月（平成6年） ○総理府男女共同参画室　設置 1994年10月（平成6年）
世界人口・開発会議（カイロ） ○第5回女性親善使節団
○リプロダクティブ・ヘルス/ライツを打ち出した 1995年6月（平成7年） 　インドネシアへ派遣
　行動計画を採択 ○ILO第156号条約　批准（23番目）

　（家族的責任を有する労働者条約） 1995年8月（平成7年）
1995年9月（平成7年） ○女性ＮＧＯフォーラム視察団
第4回世界女性会議（北京） 1995年11月（平成7年） 　北京へ派遣
○北京宣言及び行動綱領　採択 ○東京ウィメンズプラザ　開館

1996年4月（平成8年）
○児童女性部児童女性課女性計画係　改称

1996年5月（平成8年）
○平成8年度女性関係行政推進会議　開催

1996年7月（平成8年）
○女性行動計画推進市民会議（第三期）　発足

1996年12月（平成8年）
○男女共同参画2000年プラン　策定 1997年1月（平成9年）

○女性問題に関する意識調査　実施

1997年4月（平成9年）
○女性団体活動補助金制度　開始

1997年5月（平成9年）
1997年6月（平成9年） ○平成9年度第1回女性関係行政推進会議　開催
○「男女雇用機会均等法」「労働基準法」
　「育児・介護休業法」　改正 1997年10月（平成9年）

○女性行動計画推進市民会議報告書（第三期）　提出

1997年12月（平成9年）
○平成9年度第2回女性関係行政推進会議　開催

1998年3月（平成10年） 1998年3月（平成10年）
東京都 ○『武蔵野市第二次女性行動計画』　策定
○男女平等推進のための東京都行動計画
　「男女が平等に参画するまち東京プラン」　策定　 1998年5月（平成10年）

○平成10年度第1回女性関係行政推進会議　開催

1998年6月（平成10年）
○女性行動計画推進市民会議（第四期）　発足

1999年4月（平成11年）
○（改正）「男女雇用機会均等法」 1998年11月（平成10年）
　「労働基準法」「育児・介護休業法」　施行 ○むさしのヒューマン・ネットワークセンター開設

1999年6月（平成11年） 1999年5月（平成11年）
○「男女共同参画社会基本法」　成立・施行 ○平成11年度第1回女性関係行政推進会議　開催

2000年代 2000年3月（平成12年） 2000年3月（平成12年）
○「東京都男女平等参画基本条例」　成立・施行　 ○女性行動計画推進市民会議報告書（第四期）　提出

　
2000年6月（平成12年） 2000年6月（平成12年）
国連特別総会 2000年11月（平成12年） ○平成12年度第１回女性関係行政推進会議　開催
女性2000年会議（ニューヨーク） ○「ストーカー行為等規制法」　施行
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国連関係 武蔵野市 

2000年代 2000年12月（平成12年） 
○男女共同参画基本計画 策定 

2001年1月（平成13年） 
○内閣府男女共同参画局 設置 

2001年4月（平成13年） 
○「配偶者暴力防止法」 成立 2001年5月（平成13年） 

○平成13年度第1回女性関係行政推進会議 開催 

2001年7月（平成13年） 
○女性行動計画推進市民会議（第五期） 発足 

2002年1月（平成14年） 
東京都 
○男女平等参画のための東京都行動計画 
 「チャンス＆サポート東京プラン 2002」 策定 

2002年4月（平成14年） 2002年4月（平成14年） 
東京都 ○企画政策室市民活動センター男女共同参画担当 設置 

○配偶者暴力相談支援センター業務を開始 
  ○（改正）「育児・介護休業法」 施行 2002年6月（平成14年） 
○平成14年度第1回女性関係行政推進会議 開催 

2002年8月（平成14年） 
○男女共同参画に関する意識調査 実施 

2003年1月（平成15年） 
○女性行動計画推進市民会議報告書（第五期） 提出 

  2003年6月（平成15年） 
2003年7月（平成15年） ○平成15年度第1回女性関係行政推進会議 開催 
○「次世代育成支援対策推進法」 成立 
○「少子化社会対策基本法」 成立 2004年4月（平成16年） 

○『武蔵野市男女共同参画計画』策定 
2004年6月（平成16年） 
○「配偶者暴力防止法」 一部改正 

2004年7月（平成16年） 
○「性同一性障害者特例法」 施行 2004年11月（平成16年） 

○平成16年度第1回男女共同参画推進会議 開催 
2004年12月（平成16年） 
○「育児・介護休業法」 一部改正 

2005年4月（平成17年） 
○（改正）「育児・介護休業法」 施行 2005年8月（平成17年） 

○平成17年度第1回男女共同参画推進会議 開催 
2005年12月（平成17年） 2005年12月（平成17年） 
国連「北京＋10」 ○男女共同参画基本計画（第2次） 策定 
世界閣僚級会合（ニューヨーク） 

2006年3月（平成18年） 
○「東京都配偶者暴力対策基本計画」 策定 
  2006年6月（平成18年） 
○「男女雇用機会均等法」 改正 2006年8月（平成18年） 

○平成18年度第1回男女共同参画推進会議 開催 

2007年3月（平成19年） 
東京都 
○男女平等参画のための東京都行動計画 
 「チャンス＆サポート東京プラン 2007」 策定 

2007年4月（平成19年） 2007年4月（平成19年） 
○（改正）「男女雇用機会均等法」 施行 ○企画政策室市民協働推進課男女共同参画担当 改称 

  2007年7月（平成19年） 
○「配偶者暴力防止法」 改正 2007年8月（平成19年） 

○男女共同参画推進市民会議 発足 

2007年10月（平成19年） 
○平成19年度第1回男女共同参画推進会議 開催 

○（改正）「配偶者暴力防止法」 施行 

2007年12月（平成19年） 
○「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」 

及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定 

2008年1月（平成20年） 

2008年4月（平成20年） 
○「パートタイム労働法」 改正 2008年7月（平成20年） 

○平成20年度第1回男女共同参画推進会議 開催 
○男女共同参画に関する意識調査 実施 

国・都 
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国連関係 

2000年代 

  

2009年3月（平成21年） 
○「武蔵野市第二次男女共同参画計画」 策定 

2008年12月（平成20年） 
○平成20年度第2回男女共同参画推進会議 開催 

2008年11月（平成20年） 
○男女共同参画推進市民会議報告書 提出 

2009年3月（平成21年） 
○「東京都配偶者暴力対策基本計画」 改定 

2009年6月（平成21年） 
○「育児・介護休業法」 改正 

2009年9月（平成21年） 
○平成21年度第1回男女共同参画庁内推進会議 開催 

○「武蔵野市第二次男女共同参画計画アクションプラン」策定 

2010年7月（平成22年） 
○平成22年度第1回男女共同参画庁内推進会議 開催 

2010年11月（平成22年） 
○男女共同参画推進市民会議（第2期）意見書 提出 

2011年6月（平成23年） 
○平成23年度第1回男女共同参画庁内推進会議 開催 

2010年12月（平成22年） 
○「第3次男女共同参画基本計画」 策定 

2010年3月（平成22年） 
○国連「北京＋15」 
記念会合（ニューヨーク）「宣言」採択 

2009年8月（平成21年） 
○女性差別撤廃委員会 

 
第6回日本審査の総括所見発表 

2009年4月（平成21年） 
○男女共同参画推進会議  改称・改組 

○男女共同参画推進市民会議（第2期） 発足 

2011年9月（平成23年） 
○男女共同参画推進市民会議（第3期） 発足 

2011年1月（平成23年） 
○ＵＮ Ｗｏｍｅｎ 正式発足 

2012年6月（平成24年） 
○男女共同参画推進市民会議（第3期）意見書 提出 

2012年7月（平成24年） 
○平成24年度第1回男女共同参画庁内推進会議 開催 

2012年10月（平成24年） 
○男女共同参画推進委員会 発足 

2012年2月（平成24年） 

○第56回国連婦人の地位委員会 議決案採択 

2012年6月（平成24年） 
○「女性の活躍促進による経済活性化行動計画」策定 

2013年2月（平成25年） 
○若者・女性活躍推進フォーラムの開催、提言 

2013年6月（平成25年） 
○「配偶者暴力防止法」 改正 

2014年１月（平成26年） 
○「武蔵野市第三次男女共同参画計画」 策定 

2013年7月（平成25年） 
○平成25年度第1回男女共同参画庁内推進会議 開催 

2012年4月（平成24年） 
○むさしのヒューマン・ネットワークセンター直営化 

2012年3月（平成24年） 

東京都 
○男女平等参画のための東京都行動計画 
 「チャンス＆サポート東京プラン 2012」 策定 
○「東京都配偶者暴力対策基本計画」 改定 

2011年2月（平成23年） 
○配偶者等暴力被害者支援庁内連絡会議 設置 

国・都 武蔵野市 

2010年代 
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⑧ 男女共同参画社会基本法 

 

前文 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動

しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつ

つ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共

同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重

要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基

本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画

社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため、この法律を制定する。 
 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、

かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することの緊要性にかん

がみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理

念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の

責務を明らかにするとともに、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の基本となる事

項を定めることにより、男女共同参画社会の形

成を総合的かつ計画的に推進することを目的

とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会

が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会を形成する

ことをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機

会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個

人としての尊厳が重んぜられること、男女が性

別による差別的取扱いを受けないこと、男女が

個人として能力を発揮する機会が確保される

ことその他の男女の人権が尊重されることを

旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たって

は、社会における制度又は慣行が、性別による

固定的な役割分担等を反映して、男女の社会に

おける活動の選択に対して中立でない影響を

及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を

阻害する要因となるおそれがあることにかん

がみ、社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするように配慮されな

ければならない。 
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（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、

社会の対等な構成員として、国若しくは地方公

共団体における政策又は民間の団体における

方針の立案及び決定に共同して参画する機会

が確保されることを旨として、行われなければ

ならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構

成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国

際社会における取組と密接な関係を有してい

ることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、

国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男

女共同参画社会の形成についての基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的

改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団

体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その

他の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する

ように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講じなけ

ればならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参

画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての報告を提出しなければならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同

参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を明らかにした文書を作成し、これを国会

に提出しなければならない。 
 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本

計画」という。）を定めなければならない。  

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 
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3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見

を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画

基本計画を公表しなければならない。  

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の

変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画

を勘案して、当該都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策につ

いての基本的な計画（以下「都道府県男女共同

参画計画」という。）を定めなければならない。  

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる

事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道

府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村

の区域における男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての基本的な計画（以下

「市町村男女共同参画計画」という。）を定め

るように努めなければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同

参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策を策定し、及び実施するに当たっては、男女

共同参画社会の形成に配慮しなければならな

い。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等

を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる

施策についての苦情の処理のために必要な措

置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって

人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関す

る調査研究その他の男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の策定に必要な調査研究

を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国

際的協調の下に促進するため、外国政府又は国

際機関との情報の交換その他男女共同参画社

会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な

推進を図るために必要な措置を講ずるように

努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策及び

民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進

に関して行う活動を支援するため、情報の提供
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その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。 
 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以

下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさ

どる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第

三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又

は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な

政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼ

す影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述

べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以

内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充

てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充

てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、

内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命

する者  

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する

議員の総数の十分の五未満であってはならな

い。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれ

か一方の議員の数は、同号に規定する議員の総

数の十分の四未満であってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期

は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されるこ

とができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行する

ために必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その

他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要

な協力を求めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特

に必要があると認めるときは、前項に規定する

者以外の者に対しても、必要な協力を依頼する

ことができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議

の組織及び議員その他の職員その他会議に関

し必要な事項は、政令で定める。 
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附 則 

（平成十一年六月二三日法律第七八号）抄 

（施行期日） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議

の組織及び議員その他の職員その他会議に関

し必要な事項は、政令で定める。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年

法律第七号）は、廃止する。 
 

附 則  

（平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する

法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年

法律第七号）は、廃止する。  

（施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第

三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条

の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日にお

いて次に掲げる従前の審議会その他の機関の

会長、委員その他の職員である者（任期の定め

のない者を除く。）の任期は、当該会長、委員

その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律

の規定にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するも

ののほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。 
 

附 則 

（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）

は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（以下略） 
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⑨ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

 

前文 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等

の実現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行

為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかっ

た。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの

場合女性であり、経済的自立が困難である女性に

対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳

を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平

等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防

止し、被害者を保護するための施策を講ずること

が必要である。このことは、女性に対する暴力を

根絶しようと努めている国際社会における取組に

も沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る

ため、この法律を制定する。 
 

第一章 総則 

（定義） 

第一条  この法律において「配偶者からの暴

力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体

に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又は

これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

（以下この項において「身体に対する暴力等」

と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力等を含むものとする。  

２  この法律において「被害者」とは、配偶

者からの暴力を受けた者をいう。  

３  この法律にいう「配偶者」には、婚姻の

届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情

に入ることを含むものとする。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第二条  国及び地方公共団体は、配偶者から

の暴力を防止するとともに、被害者の自立を支

援することを含め、その適切な保護を図る責務

を有する。 
 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針）  

第二条の二  内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次

条第五項において「主務大臣」という。）は、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策に関する基本的な方針（以下この条

並びに次条第一項及び第三項において「基本方

針」という。）を定めなければならない。  

２  基本方針においては、次に掲げる事項に

つき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条

第三項の市町村基本計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。  

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項  

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項  
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三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要事

項  

３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。  

４  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。  

（都道府県基本計画等）  

第二条の三  都道府県は、基本方針に即して、

当該都道府県における配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「都道

府県基本計画」という。）を定めなければなら

ない。  

２  都道府県基本計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。  

一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針  

二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項  

三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する重要事

項  

３  市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘

案して、当該市町村における配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護のための施策の実施

に関する基本的な計画（以下この条において

「市町村基本計画」という。）を定めるよう努

めなければならない。  

４  都道府県又は市町村は、都道府県基本計

画又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。  

５  主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう

努めなければならない。  
 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条  都道府県は、当該都道府県が設置す

る婦人相談所その他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとし

ての機能を果たすようにするものとする。  

２  市町村は、当該市町村が設置する適切な

施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにする

よう努めるものとする。  

３  配偶者暴力相談支援センターは、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。  

一  被害者に関する各般の問題について、相

談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談

を行う機関を紹介すること。  

二  被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要な指

導を行うこと。  

三  被害者（被害者がその家族を同伴する場

合にあっては、被害者及びその同伴する家族。

次号、第六号、第五条及び第八条の三において

同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時

保護を行うこと。  

四  被害者が自立して生活することを促進す

るため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関

する制度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。  

五  第四章に定める保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への連絡

その他の援助を行うこと。  
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六  被害者を居住させ保護する施設の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。  

４  前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、

自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行うものとする。  

５  配偶者暴力相談支援センターは、その業

務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体との連携に努めるも

のとする。  

（婦人相談員による相談等）  

第四条  婦人相談員は、被害者の相談に応じ、

必要な指導を行うことができる。  

（婦人保護施設における保護）  

第五条  都道府県は、婦人保護施設において

被害者の保護を行うことができる。  
 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条  配偶者からの暴力（配偶者又は配偶

者であった者からの身体に対する暴力に限る。

以下この章において同じ。）を受けている者を

発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報するよう努めなけれ

ばならない。  

２  医師その他の医療関係者は、その業務を

行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セン

ター又は警察官に通報することができる。この

場合において、その者の意思を尊重するよう努

めるものとする。  

３  刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘

密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は、前二項の規定により通報すること

を妨げるものと解釈してはならない。  

４  医師その他の医療関係者は、その業務を

行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支

援センター等の利用について、その有する情報

を提供するよう努めなければならない。  

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい

ての説明等）  

第七条  配偶者暴力相談支援センターは、被

害者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規

定により配偶者暴力相談支援センターが行う

業務の内容について説明及び助言を行うとと

もに、必要な保護を受けることを勧奨するもの

とする。   

（警察官による被害の防止）  

第八条  警察官は、通報等により配偶者から

の暴力が行われていると認めるときは、警察法 

（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職

務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）

その他の法令の定めるところにより、暴力の制

止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力に

よる被害の発生を防止するために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。  

（警察本部長等の援助）  

第八条の二  警視総監若しくは道府県警察本

部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除

く方面については、方面本部長。第十五条第三

項において同じ。）又は警察署長は、配偶者か

らの暴力を受けている者から、配偶者からの暴

力による被害を自ら防止するための援助を受

けたい旨の申出があり、その申出を相当と認め

るときは、当該配偶者からの暴力を受けている

者に対し、国家公安委員会規則で定めるところ

により、当該被害を自ら防止するための措置の

教示その他配偶者からの暴力による被害の発

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8b%e3%96%40%88%ea%98%5a%93%f1&REF_NAME=%8c%78%8e%40%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%8c%78%8e%40%8a%af%90%45%96%b1%8e%b7%8d%73%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%8c%78%8e%40%8a%af%90%45%96%b1%8e%b7%8d%73%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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生を防止するために必要な援助を行うものと

する。  

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三  社会福祉法 （昭和二十六年法律

第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次

条において「福祉事務所」という。）は、生活

保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）、

児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）、

母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百

二十九号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条  配偶者暴力相談支援センター、都道

府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の

関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を

行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努

めるものとする。  

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二  前条の関係機関は、被害者の保

護に係る職員の職務の執行に関して被害者か

ら苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に

これを処理するよう努めるものとする。  
 

第四章 保護命令 

（保護命令）  

第十条  被害者（配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又

は身体に対し害を加える旨を告知してする脅

迫をいう。以下この章において同じ。）を受け

た者に限る。以下この章において同じ。）が、

配偶者からの身体に対する暴力を受けた者で

ある場合にあっては配偶者からの更なる身体

に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）

により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受

けた者である場合にあっては配偶者から受け

る身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者から引き続き受ける身体

に対する暴力。同号において同じ。）により、

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者（配偶者から

の身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者。以下この条、同項第三号及び第四

号並びに第十八条第一項において同じ。）に対

し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第二号に掲げる事項については、申立

ての時において被害者及び当該配偶者が生活

の本拠を共にする場合に限る。  

一  命令の効力が生じた日から起算して六月

間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この号において

同じ。）その他の場所において被害者の身辺に

つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他

その通常所在する場所の付近をはいかいして

はならないこと。  

二  命令の効力が生じた日から起算して二月

間、被害者と共に生活の本拠としている住居か

ら退去すること及び当該住居の付近をはいか

いしてはならないこと。  

２  前項本文に規定する場合において、同項

第一号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その

生命又は身体に危害が加えられることを防止

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8e%d0%89%ef%95%9f%8e%83%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8e%6c&REF_NAME=%90%b6%8a%88%95%db%8c%ec%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8e%6c&REF_NAME=%90%b6%8a%88%95%db%8c%ec%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%98%5a%8e%6c&REF_NAME=%8e%99%93%b6%95%9f%8e%83%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8b%e3&REF_NAME=%95%ea%8e%71%8b%79%82%d1%89%c7%95%77%95%9f%8e%83%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生

じた日以後、同号の規定による命令の効力が生

じた日から起算して六月を経過する日までの

間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの

行為もしてはならないことを命ずるものとす

る。  

一  面会を要求すること。  

二  その行動を監視していると思わせるよう

な事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ

と。  

三  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  

四  電話をかけて何も告げず、又は緊急やむ

を得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電

子メールを送信すること。  

五  緊急やむを得ない場合を除き、午後十時

から午前六時までの間に、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを

送信すること。  

六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又

は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は

その知り得る状態に置くこと。  

七  その名誉を害する事項を告げ、又はその

知り得る状態に置くこと。  

八  その性的羞恥心を害する事項を告げ、若

しくはその知り得る状態に置き、又はその性的

羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、

若しくはその知り得る状態に置くこと。  

３  第一項本文に規定する場合において、被

害者がその成年に達しない子（以下この項及び

次項並びに第十二条第一項第三号において単

に「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足り

る言動を行っていることその他の事情がある

ことから被害者がその同居している子に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされるこ

とを防止するため必要があると認めるときは、

第一項第一号の規定による命令を発する裁判

所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日ま

での間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この項にお

いて同じ。）、就学する学校その他の場所にお

いて当該子の身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通常所在する場

所の付近をはいかいしてはならないことを命

ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上

であるときは、その同意がある場合に限る。  

４  第一項本文に規定する場合において、配

偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活

において密接な関係を有する者（被害者と同居

している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項

第四号において「親族等」という。）の住居に

押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っ

ていることその他の事情があることから被害

者がその親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため必要

があると認めるときは、第一項第一号の規定に

よる命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶

者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算し

て六月を経過する日までの間、当該親族等の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。）その他

の場所において当該親族等の身辺につきまと

い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいかいしてはな

らないことを命ずるものとする。  

５  前項の申立ては、当該親族等（被害者の

十五歳未満の子を除く。以下この項において同
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じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その法

定代理人の同意）がある場合に限り、すること

ができる。  

（管轄裁判所）  

第十一条  前条第一項の規定による命令の申

立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に

住所がないとき又は住所が知れないときは居

所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属

する。  

２  前条第一項の規定による命令の申立ては、

次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所に

もすることができる。  

一  申立人の住所又は居所の所在地  

二  当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた

地  

（保護命令の申立て）  

第十二条  第十条第一項から第四項までの規

定による命令（以下「保護命令」という。）の

申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でし

なければならない。  

一  配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況  

二  配偶者からの更なる身体に対する暴力又

は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた

後の配偶者から受ける身体に対する暴力によ

り、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ

が大きいと認めるに足りる申立ての時におけ

る事情  

三  第十条第三項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該同居して

いる子に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情  

四  第十条第四項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該親族等に

関して配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における

事情  

五  配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項について

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の

有無及びその事実があるときは、次に掲げる事

項  

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた

措置の内容 

２  前項の書面（以下「申立書」という。）

に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記

載がない場合には、申立書には、同項第一号か

ら第四号までに掲げる事項についての申立人

の供述を記載した書面で公証人法 （明治四十

一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 

の認証を受けたものを添付しなければならな

い。  

（迅速な裁判）  

第十三条  裁判所は、保護命令の申立てに係

る事件については、速やかに裁判をするものと

する。  

（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条  保護命令は、口頭弁論又は相手方

が立ち会うことができる審尋の期日を経なけ

れば、これを発することができない。ただし、

その期日を経ることにより保護命令の申立て

の目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%88%ea%96%40%8c%dc%8e%4f&REF_NAME=%8c%f6%8f%d8%90%6c%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%88%ea%96%40%8c%dc%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%8c%dc%8f%5c%94%aa%8f%f0%83%6d%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005800200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005800200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005800200000001000000000000000000
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２  申立書に第十二条第一項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載がある場合には、裁判

所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援

助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに

対して執られた措置の内容を記載した書面の

提出を求めるものとする。この場合において、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所

属官署の長は、これに速やかに応ずるものとす

る。  

３  裁判所は、必要があると認める場合には、

前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは

所属官署の長又は申立人から相談を受け、若し

くは援助若しくは保護を求められた職員に対

し、同項の規定により書面の提出を求めた事項

に関して更に説明を求めることができる。  

（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条  保護命令の申立てについての決定

には、理由を付さなければならない。ただし、

口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由

の要旨を示せば足りる。  

２  保護命令は、相手方に対する決定書の送

達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審

尋の期日における言渡しによって、その効力を

生ずる。  

３  保護命令を発したときは、裁判所書記官

は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住

所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警

察本部長に通知するものとする。  

４  保護命令を発した場合において、申立人

が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し

相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実が

あり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条

第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記

載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、

保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立

書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンター（当該申立書に名称が記載された配偶者

暴力相談支援センターが二以上ある場合にあ

っては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配

偶者暴力相談支援センター）の長に通知するも

のとする。  

５  保護命令は、執行力を有しない。  

（即時抗告）  

第十六条  保護命令の申立てについての裁判

に対しては、即時抗告をすることができる。  

２  前項の即時抗告は、保護命令の効力に影

響を及ぼさない。  

３  即時抗告があった場合において、保護命

令の取消しの原因となることが明らかな事情

があることにつき疎明があったときに限り、抗

告裁判所は、申立てにより、即時抗告について

の裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効

力の停止を命ずることができる。事件の記録が

原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分

を命ずることができる。  

４  前項の規定により第十条第一項第一号の

規定による命令の効力の停止を命ずる場合に

おいて、同条第二項から第四項までの規定によ

る命令が発せられているときは、裁判所は、当

該命令の効力の停止をも命じなければならな

い。  

５  前二項の規定による裁判に対しては、不

服を申し立てることができない。  

６  抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定

による命令を取り消す場合において、同条第二

項から第四項までの規定による命令が発せら

れているときは、抗告裁判所は、当該命令をも

取り消さなければならない。  

７  前条第四項の規定による通知がされてい

る保護命令について、第三項若しくは第四項の

規定によりその効力の停止を命じたとき又は

抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所
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書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当

該通知をした配偶者暴力相談支援センターの

長に通知するものとする。  

８  前条第三項の規定は、第三項及び第四項

の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消

した場合について準用する。  

（保護命令の取消し）  

第十七条  保護命令を発した裁判所は、当該

保護命令の申立てをした者の申立てがあった

場合には、当該保護命令を取り消さなければな

らない。第十条第一項第一号又は第二項から第

四項までの規定による命令にあっては同号の

規定による命令が効力を生じた日から起算し

て三月を経過した後において、同条第一項第二

号の規定による命令にあっては当該命令が効

力を生じた日から起算して二週間を経過した

後において、これらの命令を受けた者が申し立

て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした

者に異議がないことを確認したときも、同様と

する。  

２  前条第六項の規定は、第十条第一項第一

号の規定による命令を発した裁判所が前項の

規定により当該命令を取り消す場合について

準用する。  

３  第十五条第三項及び前条第七項の規定は、

前二項の場合について準用する。  

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の

申立て）  

第十八条  第十条第一項第二号の規定による

命令が発せられた後に当該発せられた命令の

申立ての理由となった身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とす

る同号の規定による命令の再度の申立てがあ

ったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本

拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由に

より当該発せられた命令の効力が生ずる日か

ら起算して二月を経過する日までに当該住居

からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必

要があると認めるべき事情があるときに限り、

当該命令を発するものとする。ただし、当該命

令を発することにより当該配偶者の生活に特

に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命

令を発しないことができる。  

２  前項の申立てをする場合における第十二

条の規定の適用については、同条第一項各号列

記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは

「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並び

に第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号

中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号

及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号

から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同

項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十

八条第一項本文の事情」とする。  

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条  保護命令に関する手続について、

当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の

閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄

本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし、相手方に

あっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若

しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定が

あり、又は相手方に対する保護命令の送達があ

るまでの間は、この限りでない。  

（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条  法務局若しくは地方法務局又はそ

の支局の管轄区域内に公証人がいない場合又

は公証人がその職務を行うことができない場

合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方

法務局又はその支局に勤務する法務事務官に

第十二条第二項（第十八条第二項の規定により
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読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行

わせることができる。  

（民事訴訟法 の準用）  

第二十一条  この法律に特別の定めがある場

合を除き、保護命令に関する手続に関しては、

その性質に反しない限り、民事訴訟法 （平成

八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則）  

第二十二条  この法律に定めるもののほか、

保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最

高裁判所規則で定める。  
 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条  配偶者からの暴力に係る被害者

の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、その

職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、そ

の置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、

障害の有無等を問わずその人権を尊重すると

ともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分

な配慮をしなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、職務関係者に対

し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等

に関する理解を深めるために必要な研修及び

啓発を行うものとする。  

（教育及び啓発）  

第二十四条  国及び地方公共団体は、配偶者

からの暴力の防止に関する国民の理解を深め

るための教育及び啓発に努めるものとする。  

（調査研究の推進等）  

第二十五条  国及び地方公共団体は、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に資する

ため、加害者の更生のための指導の方法、被害

者の心身の健康を回復させるための方法等に

関する調査研究の推進並びに被害者の保護に

係る人材の養成及び資質の向上に努めるもの

とする。  

（民間の団体に対する援助）  

第二十六条  国及び地方公共団体は、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護を図るた

めの活動を行う民間の団体に対し、必要な援助

を行うよう努めるものとする。  

（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条  都道府県は、次の各号に掲げる

費用を支弁しなければならない。  

一  第三条第三項の規定に基づき同項に掲げ

る業務を行う婦人相談所の運営に要する費用

（次号に掲げる費用を除く。）  

二  第三条第三項第三号の規定に基づき婦人

相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託

して行う場合を含む。）に要する費用  

三  第四条の規定に基づき都道府県知事の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

四  第五条の規定に基づき都道府県が行う保

護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める

者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴

い必要な事務に要する費用  

２  市は、第四条の規定に基づきその長の委

嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を

支弁しなければならない。  

（国の負担及び補助）  

第二十八条  国は、政令の定めるところによ

り、都道府県が前条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げる

ものについては、その十分の五を負担するもの

とする。  

２  国は、予算の範囲内において、次の各号

に掲げる費用の十分の五以内を補助すること

ができる。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%94%aa%96%40%88%ea%81%5a%8b%e3&REF_NAME=%96%af%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%94%aa%96%40%88%ea%81%5a%8b%e3&REF_NAME=%96%af%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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一  都道府県が前条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げ

るもの  

二  市が前条第二項の規定により支弁した費

用  
 

第六章 罰則 

第二十九条  保護命令に違反した者は、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条  第十二条第一項（第十八条第二項

の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により記載すべき事項について虚

偽の記載のある申立書により保護命令の申立

てをした者は、十万円以下の過料に処する。  
 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して

六月を経過した日から施行する。ただし、第二

章、第六条（配偶者暴力相談支援センターに係

る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第

二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年

四月一日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  平成十四年三月三十一日までに婦人

相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対

する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保

護を求めた場合における当該被害者からの保

護命令の申立てに係る事件に関する第十二条

第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三

項の規定の適用については、これらの規定中

「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。  

 

（検討）  

第三条  この法律の規定については、この法

律の施行後三年を目途として、この法律の施行

状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に

基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
 

附 則  

（平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して

六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律に

よる改正前の配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律（次項において「旧法」

という。）第十条の規定による命令の申立てに

係る同条の規定による命令に関する事件につ

いては、なお従前の例による。  

２  旧法第十条第二号の規定による命令が発

せられた後に当該命令の申立ての理由となっ

た身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由

とするこの法律による改正後の配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以

下「新法」という。）第十条第一項第二号の規

定による命令の申立て（この法律の施行後最初

にされるものに限る。）があった場合における

新法第十八条第一項の規定の適用については、

同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。  

（検討） 

第三条  新法の規定については、この法律の

施行後三年を目途として、新法の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて

必要な措置が講ぜられるものとする。 
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附 則  

（平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して

六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条  この法律の施行前にしたこの法律に

よる改正前の配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律第十条の規定による

命令の申立てに係る同条の規定による命令に

関する事件については、なお従前の例による。 
 

附 則  

（平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から起算して六月

を経過した日から施行する。  
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⑩ 用語一覧 

 

 
説明

HDI

Human Development Index人間開発指数とは、国連開発計画（UNDP）による指数で、
「長寿で健康な生活」、「知識」及び「人間らしい生活水準」という人間開発の3つの
側面を測定したもの。具体的には、出生時の平均寿命、知識（平均就学年数及び予想就
学年数）、1人当たり国民総所得（GNI）を用いて算出している。

M字カーブ

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後
半と40 歳代後半が山になるアルファベットのMのような形になることをいう。これは、
結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市
場に参入するという女性の働き方が要因と言われている。

お父さんお帰り
なさいパー
ティー(*)

定年などでリタイアしたお父さんたちの地域活動を通じた生きがい作りを応援する市民
社会福祉協議会の事業。 長い会社生活から地域社会に戻ったときに、『お帰りなさ
い！ようこそ！！』と迎えてあげようと発足。毎月第2土曜開催の「おとぱサロン」は
連携事業。

こうのとり学級
(*)

初産の妊婦とその配偶者を対象に、親となる心構えを伝え、妊娠中の不安の解消等を目
的に実施。

固定的性別役割
分担意識

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わら
ず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、
男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

子ども子育て支
援新制度

子ども・子育て関連３法に基づき、待機児童解消などの地域のニーズに応じた多様な子
育て支援を充実させるための制度。

こんにちは赤
ちゃん訪問(*)

妊娠届、出生通知票により対象者を把握し、保健師及び訪問指導員が妊産婦の健康保持
と乳幼児の健康な発育のために訪問指導を実施。

GII

Gender Inequality Indexジェンダー不平等指数とは、国連開発計画（UNDP）による指
数で、国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられているかを明ら
かにするもの。次の3側面5指標から構成されている。（保健分野は妊産婦死亡率、15～
19歳の女性1,000人当たりの出生数、エンパワーメントは国会議員女性割合、中等教育
以上の教育を受けた人の割合（男女別）、労働市場は労働力率（男女別））

GGI

Gender Gap Indexジェンダー・ギャップ指数とは、世界経済フォーラムが、各国内の男
女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、政治分野及び保健
分野のデータから算出され、0が完全不平等、1が完全平等を意味しており、性別による
格差を明らかにできる。次のデータから算出される。（経済分野は労働力率、同じ仕事
の賃金の同等性、所得の推計値、管理職に占める比率、専門職に占める比率、教育分野
は識字率、初等・中等・高等教育の各在学率、健康分野は新生児の男女比率、健康寿
命、政治分野は国会議員に占める比率、閣僚の比率、最近50年の国家元首の在任年数）

次世代育成支援
行動計画

急速な少子化の進行と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、子どもが健やかに生まれ育
つ環境の整備を図るため、次世代育成支援対策推進法に基づき地方公共団体（特定事業
主行動計画）や事業所（一般事業主行動計画）が策定する行動計画。平成27年3月31日
までの時限立法で、平成17年度から21年度までを前期計画、22年度から26年度までを後
期計画としている。

女性相談カード
DV相談など女性の総合的な相談ができるように連絡先を記載したカード。手軽に持ち運
びでき必要なときに連絡できるようにカード形式で作成。

女性に対する暴
力をなくす運動

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストー
カー行為等女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化すること、また、女性の人
権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的に、毎年11月12日から11月25
日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」
としている。

セクシュアル・
ハラスメント

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的
な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とそ
の利用者との間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るものであ
る。

用語

あ

か

さ
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説明

男女共同参画週
間

男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法（平成11年6月23日法律第78
号）の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、平成13年度から始まった毎
年6月23日から6月29日までの全国的な運動のこと。

地域子ども館あ
そべえ(*)

保護者を含めた地域社会全体で子どもを育てるという考え方に基づき、小学校の放課後
を充実させるための施策の１つとして、学校の教室、校庭、図書室を利用した開放事業
を行っている。早朝、放課後、土曜日、学校長期休業中の開放によって、小学生の安全
な居場所を提供し、異年齢児童の交流を図っている。

父親ハンドブッ
ク

母体の心身の変化や子供の成長と、その時々の父親としての役割をまとめたほか、子育
てに必要な知識を幅広く掲載している、父親の育児啓発冊子。

デートDV 交際相手からの暴力。

配偶者からの暴
力（DV)

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」（平
成16年6月2日公布、平成16年12月2日施行）では、配偶者からの暴力を「配偶者からの
身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの
をいう。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下「身体に対する暴力
等」という。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚
をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続
き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」と定義している。

配偶者暴力相談
支援センター

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」に基
づく、被害者支援の中心的役割を果たす機能の名称。都道府県は実施義務があるが市町
村は努力義務。
配偶者暴力相談支援センターの機能は①相談 ②カウンセリング ③緊急時一時保護 ④
自立生活促進に関する援助 ⑤保護命令制度利用に関する援助 ⑥居住に関する援助

ファミリーサ
ポート事業

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預か
り等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助
活動に関する連絡、調整を行うもの。

ファミリーデー
(*)

平成22年度に策定した「武蔵野市特定事業主行動計画後期5か年計画」における職場の
風土づくりの取り組みの一環として、職員の家族などを職場に招き、市の仕事や職場に
ついて理解を深めてもらうとともに、職員が自らの「仕事と生活の調和」を考える機会
とするもの。

ポジティブ・ア
クション

社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機
会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫
定的な措置のこと。

まちぐるみ子育
て応援事業(*)

地域の商業者、団体、行政等が協働し、まちぐるみで子育て家庭を応援する事業を企画
提案し、実施する団体に対し、当該事業に係る経費を補助することにより、地域社会全
体で子育て家庭を支えていく気運を醸成し、子育て家庭が心地よく過ごせるようにする
とともに、商業の活性化を図ることを目的とする。

むさしの男女共
同参画市民協議
会(*)

武蔵野市の男女共同参画を推進するために、市との協働、及び男女共同参画社会をめざ
す市民及び団体の自主活動とネットワーク化を推進することを目的としている。市の男
女共同参画推進登録団体及び公募によるメンバーで構成される。(旧むさしのヒューマ
ン・ネットワークセンター運営協議会)

メディア・リテ
ラシー

メディアの情報を主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし、活用する能力、メ
ディアを通じコミュニケーションする能力の3つを構成要素とする複合的な能力のこ
と。

ら
リプロダクティ
ブ・ヘルス/ラ
イツ（性と生殖
に関する健康と
権利）

「人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単に疾病、障
害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあること
を指す」とされ、また、「全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、
並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることが
できるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘ
ルスを得る権利」とされている。

わ ワーク・ライ
フ・バランス憲
章

平成19年12月、内閣府において、仕事と生活の調和の必要性、めざすべき社会の姿を示
し、官民一体となって取り組んでいくため策定された憲章。

(*）は市独自事業

は

た

用語
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